
【表紙】

【提出書類】 有価証券報告書

【根拠条文】 金融商品取引法第24条第１項

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成20年６月30日

【事業年度】 第62期(自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日)

【会社名】 富士機械製造株式会社

【英訳名】 FUJI MACHINE MFG.CO.,LTD.

【代表者の役職氏名】 取締役社長　　小原　正義

【本店の所在の場所】 愛知県知立市山町茶碓山19番地

【電話番号】 (0566)81－2111(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役常務執行役員財務統括部部長　　加藤　正樹

【最寄りの連絡場所】 東京都港区港南四丁目１番８号

【電話番号】 (03)5460－0241(代表)

【事務連絡者氏名】 東京支店支店長　　渕上　孝広

【縦覧に供する場所】 富士機械製造株式会社東京支店

(東京都港区港南四丁目１番８号)

富士機械製造株式会社大阪支店

(大阪府吹田市豊津町13番41号)

株式会社名古屋証券取引所

(名古屋市中区栄三丁目８番20号)

 （注）　上記の大阪支店は、金融商品取引法に規定する縦覧場所ではないが、投資者の便宜を考慮して、縦覧に供する

場所としている。

EDINET提出書類

富士機械製造株式会社(E01495)

有価証券報告書

 1/85



第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

(1）連結経営指標等

回次 第58期 第59期 第60期 第61期 第62期

決算年月 平成16年３月 平成17年３月 平成18年３月 平成19年３月 平成20年３月

売上高 (百万円) 61,081 70,096 90,792 101,892 106,665

経常利益 (百万円) 1,346 3,226 11,711 18,779 21,830

当期純利益又は

当期純損失(△)
(百万円) △2,425 1,655 11,264 11,467 12,953

純資産額 (百万円) 69,961 71,965 86,543 96,077 102,106

総資産額 (百万円) 99,762 106,532 123,889 130,481 134,396

１株当たり純資産額 (円) 1,430.70 1,471.77 1,768.79 1,965.13 2,088.56

１株当たり当期純利益

又は当期純損失(△)
(円) △49.60 33.86 229.15 234.55 264.96

潜在株式調整後

１株当たり当期純利益
(円) ― ― ― ― ―

自己資本比率 (％) 70.1 67.6 69.9 73.6 76.0

自己資本利益率 (％) △3.4 2.3 14.2 12.6 13.1

株価収益率 (倍) ― 31.6 9.5 8.2 7.8

営業活動による

キャッシュ・フロー
(百万円) △1,607 4,522 5,515 20,298 22,682

投資活動による

キャッシュ・フロー
(百万円) △3,198 △4,062 △2,398 △4,670 △6,421

財務活動による

キャッシュ・フロー
(百万円) 6,254 2,222 3,022 △6,565 △3,711

現金及び現金同等物

の期末残高
(百万円) 13,329 16,150 23,074 32,245 43,256

従業員数

(ほか平均臨時雇用人員)
(人)

1,707

(221)

1,757

(278)

1,889

(310)

2,010

(310)

2,059

(291)

（注）１　売上高は消費税等を含んでいない。

２　「潜在株式調整後１株当たり当期純利益」は潜在株式がないため記載をしていない。

３　「株価収益率」は平成16年３月期については、当期純損失を計上したため記載をしていない。
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(2）提出会社の経営指標等

回次 第58期 第59期 第60期 第61期 第62期

決算年月 平成16年３月 平成17年３月 平成18年３月 平成19年３月 平成20年３月

売上高 (百万円) 56,408 64,963 84,344 95,242 99,531

経常利益 (百万円) 1,014 2,422 10,599 17,019 19,181

当期純利益又は

当期純損失(△)
(百万円) △2,494 1,173 11,260 9,946 11,236

資本金 (百万円) 5,878 5,878 5,878 5,878 5,878

発行済株式総数 (株) 48,911,874 48,911,874 48,911,874 48,911,874 48,911,874

純資産額 (百万円) 55,747 57,077 70,496 78,383 84,896

総資産額 (百万円) 84,101 89,978 104,829 110,453 114,206

１株当たり純資産額 (円) 1,140.03 1,167.28 1,440.58 1,603.22 1,736.55

１株当たり配当額

(うち１株当たり

中間配当額)

(円)
15.00

(7.50)

15.00

(7.50)

17.50

(7.50)

25.00

(12.50)

40.00

(20.00)

１株当たり当期純利益

又は当期純損失(△)
(円) △51.02 24.00 229.06 203.44 229.83

潜在株式調整後

１株当たり当期純利益
(円) ― ― ― ― ―

自己資本比率 (％) 66.3 63.4 67.2 71.0 74.3

自己資本利益率 (％) △4.4 2.1 17.7 13.4 13.8

株価収益率 (倍) ― 44.5 9.5 9.4 9.0

配当性向 (％) ― 62.5 7.6 12.3 17.4

従業員数 (人) 1,376 1,390 1,502 1,621 1,671

（注）１　売上高は消費税等を含んでいない。

２　「潜在株式調整後１株当たり当期純利益」は潜在株式がないため記載をしていない。

３　「株価収益率」及び「配当性向」は平成16年３月期については、当期純損失を計上したため記載をしていな

い。
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２【沿革】

昭和34年４月 名古屋市中川区昭和橋通において富士機械製造株式会社を設立。旋削機械、その他の工作機械の

製造を開始。

昭和35年９月 東京営業所（現東京支店）を開設。

昭和36年３月 愛知県碧海郡知立町（現知立市）に工場を新設。

昭和36年６月 現在地に本社機構を移転。

昭和37年３月 大阪営業所（現大阪支店）を開設。

昭和37年10月 被合併会社である当社が株式額面１株の金額500円から50円に変更する目的をもって神奈川県

足柄下郡の富士機械製造株式会社（昭和23年７月24日設立未開業）に吸収合併されたが事業の

実体は被合併会社のものがそのまま継承されている。

昭和38年11月 広島営業所（現広島サービスステーション）を開設。

昭和39年５月 名古屋証券取引所市場第二部に上場。

昭和42年３月 「専用機」大型トランスファーラインを完成。

昭和43年３月 愛知県西加茂郡藤岡町（現豊田市）に藤岡工場を新設。

昭和45年４月 アメリカ・イリノイ州に現地法人フジ アメリカ コーポレイションを設立（現連結子会社）。

昭和46年６月 「自動組立機」を完成。

昭和46年９月 「ＮＣ自動旋盤」を完成。

昭和48年３月 名古屋市中川区（現在地 知立市）に株式会社アストロを設立（現連結子会社）。

昭和52年４月 愛知県岡崎市に株式会社マコト工業を設立（現連結子会社）。

昭和53年10月 「電子部品自動挿入機」を完成。

昭和54年10月 「ＮＣ専用機」を完成。

昭和56年７月 「電子部品自動装着機」を完成。

昭和61年４月 仙台出張所（現仙台営業所）を開設。

平成元年６月 愛知県岡崎市に岡崎工場を新設。

平成２年９月 名古屋証券取引所市場第一部銘柄に指定替え。

平成３年11月 ドイツ・フランクフルト（現在地 マインツカステル）に現地法人フジ マシン マニュファク

チュアリング（ヨーロッパ）ゲーエムベーハーを設立（現連結子会社）。

平成４年11月 愛知県豊橋市に株式会社リンセイシステムを設立（現株式会社エデックリンセイシステム）。

平成６年６月 マレーシアに海外駐在事務所を開設。

平成６年10月 東京都品川区の株式会社エデックを買収（現株式会社エデックリンセイシステム）。

平成６年11月 アメリカ・イリノイ州に現地法人フジ マシン アメリカ コーポレイションを設立（現連結子

会社）。

平成７年11月 ブラジル・サンパウロに現地法人フジ ド ブラジル マキナス インダストリアルス リミター

ダを設立（現関連会社）。

平成９年３月 台湾に海外駐在事務所を開設。

平成13年11月 中国に海外駐在事務所を開設。

平成15年４月 株式会社リンセイシステムと株式会社エデックは合併し、株式会社エデックリンセイシステム

となる（現連結子会社）。

平成16年５月 中国・大連に現地法人富士機械製造（大連）有限公司を設立（現連結子会社）。

平成19年11月

　

中国・上海に現地法人富社（上海）商貿有限公司を設立（現連結子会社）。

　 　

（注）　 富士機械製造（大連）有限公司は平成20年５月に閉鎖した。

EDINET提出書類

富士機械製造株式会社(E01495)

有価証券報告書

 4/85



３【事業の内容】

　当グループは、当社、子会社８社及び関連会社１社で構成され、電子部品組立機ならびに工作機械の製造販売を主業

務として事業活動を展開している。

　当グループの事業に係わる位置づけと事業の種類別セグメントとの関連は次のとおりである。

　また、事業の種類別セグメントと同一の区分である。 

　なお、当連結会計年度から事業の種類別セグメントを変更している。変更の内容については、「第５　経理の状況　　　　

　１　連結財務諸表等　(1)　連結財務諸表　注記事項（セグメント情報）」に記載のとおりである。

区分 主な製品 主な会社

電子部品組立機

事業
電子部品自動装着機

当社、㈱マコト工業、㈱エデックリンセイシステム

フジ アメリカ コーポレイション

フジ マシン マニュファクチュアリング(ヨーロッパ)ゲーエムベーハー

 富社(上海)商貿有限公司

フジ ド ブラジル マキナス インダストリアルス リミターダ

工作機械事業
自動旋盤

専用機

当社、㈱マコト工業、フジ マシン アメリカ コーポレイション

富士機械製造(大連)有限公司

その他の事業

制御機器

電子基板受託生産

ソフトウェア開発

当社、㈱エデックリンセイシステム、㈱アストロ

　事業系統図は次のとおりである。
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４【関係会社の状況】

名称 住所
資本金又は
出資金

主要な事業
の内容

議決権の所有
又は被所有
割合(％)

関係内容

(連結子会社) 　 　 　 　 　 　

㈱マコト工業 (注２) 愛知県岡崎市
百万円

45

電子部品組立機

事業

工作機械事業

100.0
(50.0)

当社製品の機械組立・改造修理

役員の兼任　２名

㈱エデックリンセイシステム　

　
　 愛知県豊橋市

百万円

40
 

電子部品組立機

事業

その他の事業

100.0

当社製品の自動制御装置製造

電子基板の設計製造

ソフトウェア開発

役員の兼任　２名

㈱アストロ 　 愛知県知立市

百万円

10
 

その他の事業 100.0

当社の清掃及び福利厚生に関す

る業務

役員の兼任　１名

フジ　アメリカ

コーポレイション

(注４)

　

米国イリノイ州

バーノンヒル

千米ドル

1,000
 

電子部品組立機

事業
100.0

当社製品の販売

役員の兼任　１名

フジ　マシン　アメリカ

コーポレイション
(注２)

米国イリノイ州

バーノンヒル

千米ドル

1,000
 

工作機械事業
100.0

(100.0)

当社製品の販売

役員の兼任　１名

フジ　マシン　マニュファク

チュアリング(ヨーロッパ)

ゲーエムベーハー

　
独国マインツカ

ステル

千ユーロ

1,022
 

電子部品組立機

事業
100.0

当社製品の販売

当社が銀行借入等に対する債務

保証をしている。

富士機械製造(大連)有限公司 　 中国大連

千元

6,207
 

工作機械事業 100.0
当社製品の製造・販売

役員の兼任　３名

富社(上海)商貿有限公司 (注５) 中国上海

千元　

7,267
 

電子部品組立機

事業　
100.0

当社製品のメンテナンス・アフ

ターサービス

役員の兼任　１名

　（注）１　「主要な事業の内容」は、事業の種類別セグメントの名称を記載している。

２　「議決権の所有又は被所有割合」の括弧内（内書）は間接所有であり、㈱マコト工業は㈱アストロが、フジ　

マシン　アメリカ　コーポレイションはフジ　アメリカ　コーポレイションが所有している。

　　　　３　有価証券届出書又は有価証券報告書を提出している会社はない。

　　　　４　フジ　アメリカ　コーポレイションは、連結売上高に占める売上高（連結会社相互間の内部売上高を除く）の割合

が10％を超えている。

　　　　　　主要な損益情報等　　　　　①　売上高　　　　　　　11,849百万円

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　②　経常利益　　　　　　 1,075百万円

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　③　当期純利益　　　　　　 755百万円

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　④　純資産額　　　　    11,228百万円

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　⑤　総資産額　　　　　　14,103百万円

５　平成19年11月をもって連結子会社、富社（上海）商貿有限公司を設立した。　　　　
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５【従業員の状況】

(1）連結会社における状況

事業の種類別セグメントの名称 従業員数(人)

電子部品組立機事業
1,298

(191)

工作機械事業
566

(56)

その他の事業
77

(39)

全社(共通)
118

(5)

合計
2,059

(291)

（注）１　「従業員数」は、当グループから当グループ外への出向者を除き、当グループ外から当グループへの出向者を

含む就業人員である。

２　「従業員数」の括弧内は、臨時従業員の年間平均雇用人員であり外書である。

(2）提出会社の状況

従業員数(人) 平均年齢(歳) 平均勤続年数(年) 平均年間給与(千円)

1,671 37.2 12.2 6,448

（注）　「従業員数」は、当社から他社への出向者を除き、他社から当社への出向者を含む就業人員である。

(3）労働組合の状況

　当社の労働組合は、富士機械労働組合と称し、上部団体に加盟をしていない。また、組合員数は1,325人で現在までの

労使関係は極めて円満に推移している。

　なお、連結子会社には労働組合はない。
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第２【事業の状況】

１【業績等の概要】

(1）業績

　当連結会計年度におけるわが国の経済は、原油・原材料価格の高騰や急激な為替変動等による影響が懸念された

ものの、企業収益が総じて高水準を維持し、雇用環境の改善や設備投資・個人消費が底堅く推移し、総じて景気は緩

やかな拡大基調を続けた。また、世界経済は、サブプライムローン問題に端を発した米国経済減速の顕在化や金融市

場不安等により先行きに不透明感が強まったものの、中国・インド経済の高成長及び欧州経済の堅調さに支えら

れ、概ね拡大基調を続けた。

　このような環境のなかで、当グループは、市場競争を勝ち抜くため、競合他社製品との差別化、コスト削減及び品質

強化により製品競争力の向上に努め、高付加価値製品のタイムリーな提供及び販売・サービス体制の強化により、

事業収益の向上に取組んできた。

　この結果、当連結会計年度における売上高は、前連結会計年度と比較し、4,773百万円（4.7％）増の106,665百万円と

なった。利益については、前連結会計年度と比較し、営業利益は3,500百万円（19.0%）増の21,917百万円、経常利益は

3,051百万円（16.2%）増の21,830百万円、当期純利益は1,486百万円（13.0%）増の12,953百万円となった。

①　事業の種類別セグメントの業績は、次のとおりである。

電子部品組立機事業

携帯電話、ノート型パソコン及び薄型テレビ等のエレクトロニクス市場の拡大により、当グループの主要顧客で

ある大手携帯電話メーカー、大手ＥＭＳ（電子機器受託生産企業）、ＯＤＭ（設計、製造受託企業）からの旺盛な

設備投資需要に支えられ、主力製品であるＮＸＴ（モジュール型高速多機能装着機）の販売が好調に推移し、前

連結会計年度と比較し、売上高は6,194百万円（7.6%）増の88,120百万円、営業利益は5,670百万円（30.7%）増の

24,114百万円となった。

工作機械事業

業界全体として内外需ともに高水準を維持しているものの、当グループの主要顧客である自動車業界の設備投資

が低調に推移したことにより、売上高は1,149百万円（6.1%）減の17,559百万円、営業損益は504百万円の損失(前年

同期：営業利益1,449百万円)となった。

その他の事業

主に制御機器製造、電子基板受託生産及びソフトウェア開発であり、前連結会計年度と比較し、売上高は272百万

円（21.6%）減の985百万円、営業利益は75百万円（30.8%）減の168百万円となった。

②　所在地別セグメントの業績は、次のとおりである。

日本

国内経済は、原油・原材料価格の高騰や急激な為替変動等による影響が懸念されたものの、企業収益が総じて高

水準を維持し、雇用環境の改善や設備投資・個人消費が底堅く推移し、総じて景気は緩やかな拡大基調を続けた

ことから、前連結会計年度と比較し、売上高は752百万円（0.9%）増の82,886百万円、営業利益は3,147百万円（

16.4%）増の22,331百万円となった。

北アメリカ

サブプライムローン問題に端を発した米国経済減速の顕在化や金融市場不安等により先行きに不透明感が強

まったものの、大口顧客からの旺盛な設備投資需要により、前連結会計年度と比較し、売上高は5,713百万円（

52.9%）増の16,512百万円、営業利益は372百万円（86.6%）増の801百万円となった。

ヨーロッパ

欧州経済が堅調に推移するなかで、新規顧客を開拓したものの、大口顧客からの受注が減少したことにより、前連

結会計年度と比較し、売上高は1,566百万円（17.8%）減の7,217百万円となったものの、営業利益は128百万円（

21.3%）増の729百万円となった。
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アジア

主要顧客である自動車業界の設備投資が低調に推移したことにより、前連結会計年度と比較し、売上高は126百万

円（71.8%）減の49百万円、営業損益は12百万円の損失（前年同期：営業損失23百万円）となった。

（注）　当連結会計年度から事業の種類別セグメントを変更したため、前年同期比較に当たっては前連結会計年度分

を変更後の区分に組替えて行っている。

（2）キャッシュ・フローの状況

　当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の残高は、営業活動によるキャッシュ・

フローの増加が投資活動によるキャッシュ・フローと財務活動によるキャッシュ・フローの減少の合計を上まわ

り、前連結会計年度末と比較して11,011百万円（34.1%）増の43,256百万円となった。

なお、これには当連結会計年度における資金の換算差額のマイナスの影響額1,538百万円が含まれている。

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりである。

　（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動の結果得られた資金は22,682百万円（前年同期：20,298百万円）となった。これは主に、税金等調整

前当期純利益の増加、たな卸資産の減少等のプラス要因が、法人税等の支払額の増加等のマイナス要因を上

まわったことによるものである。

 （投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動の結果使用した資金は6,421百万円（前年同期：△4,670百万円）となった。これは主に投資有価証

券の取得によるものである。

 （財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動の結果使用した資金は3,711百万円（前年同期：△6,565百万円）となった。これは主に長期借入金

の返済によるものである。
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２【生産、受注及び販売の状況】

(1）生産実績

　当連結会計年度における生産実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりである。

事業の種類別セグメントの名称 生産高(百万円) 前年同期比(％)

電子部品組立機事業 85,656 +1.2

工作機械事業 16,550 △14.2

その他の事業 2,506 △8.2

合計 104,713 △1.8

（注）１　金額は販売価格であり、消費税等を含んでいない。

２　当連結会計年度から事業の種類別セグメントを変更したため、前年同期比較に当たっては前連結会計年度分

を変更後の区分に組替えて行っている。

(2）受注実績

　当連結会計年度における受注実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりである。

事業の種類別
セグメントの名称

受注高(百万円) 前年同期比(％) 受注残高(百万円) 前年同期比(％)

電子部品組立機事業 91,606 +18.3 11,209 +45.1

工作機械事業 16,770 △8.2 7,742 △9.2

その他の事業 865 △35.9 79 △60.2

合計 109,242 +12.6 19,032 +15.7

（注）１　金額は消費税等を含んでいない。

２　当連結会計年度から事業の種類別セグメントを変更したため、前年同期比較に当たっては前連結会計年度分

を変更後の区分に組替えて行っている。

(3）販売実績

　当連結会計年度における販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりである。

事業の種類別セグメントの名称 販売高(百万円) 前年同期比(％)

電子部品組立機事業 88,120 +7.6

工作機械事業 17,559 △6.1

その他の事業 985 △21.6

合計 106,665 +4.7

（注）１　金額は消費税等を含んでいない。

２　当連結会計年度から事業の種類別セグメントを変更したため、前年同期比較に当たっては前連結会計年度分

を変更後の区分に組替えて行っている。

３　主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合

相手先
前連結会計年度 当連結会計年度

販売高(百万円) 割合(％) 販売高(百万円) 割合(％)

アッセンテック　インターナショナル

カンパニーリミテッド(中国)
10,752 10.6 11,952 11.2

アメリカンテック　カンパニーリミテ

ッド(香港)
10,510 10.3 ― ―

（注）　当連結会計年度のアメリカンテック　カンパニーリミテッドについては、当該割合が100分の10未

満のため記載を省略している。
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３【対処すべき課題】

(1) 当グループの現状の認識について

　当グループの今後の経営環境については、原油・原材料価格の高騰や為替変動、サブプライムローン問題に端を発

した金融市場不安等、先行きに不透明感が強まっているものの、新興国市場の高い経済成長を背景として、総じて堅

調な設備投資需要が見込まれるものと予測している。

　このような環境のなかで、電子部品組立機事業は、携帯電話、ノート型パソコン及び薄型テレビ等のエレクトロニ

クス市場の安定的伸張、更にはカーエレクトロニクス化の進展及び新興国等の成長市場における需要が拡大するも

のの、業況感の慎重化により設備投資は減速基調で推移するものと予測しており、当グループは、市場性の高い製品

開発とタイムリーな市場投入により、更なるマーケットシェアの拡大に努めていく所存である。また、工作機械事業

は、業界全体としては旺盛な設備投資に支えられ需要が内外ともに引き続き高水準で推移するものと予想される。

自動車業界の環境対応及び生産拠点拡大に伴い、設備投資が緩やかな回復基調で推移するものと予測しており、当

グループは、自動車関連市場への更なる深耕ならびに海外市場及び建機・エネルギー・環境産業等の開拓により、

事業の安定的利益体質に向け、努めていく所存である。

　

(2) 当面の対処すべき課題の内容

　当グループを取巻く事業環境は、技術革新の進展に伴う顧客要求の多様化及び市場のグローバル化、更には価格競

争の激化や設備投資需要の変動等により厳しさを増している。

　

(3) 対処方針

　このような状況下において、スピード経営を推進するなかで、次世代技術の探求ならびに顧客ニーズに対応した市

場性の高い製品開発の遅滞なき推進とともに、営業・サービス体制の強化ならびにＱ（品質）Ｃ（コスト）Ｄ（納

期）Ｓ（サービス）を徹底追求し、更には環境・エネルギー対応及び安全衛生の向上を図り、事業の継続的成長が

確保できる高収益体質の実現に取組む所存である。また、社会的責任への積極的な対応及び内部統制による持続的

な企業価値の向上等を引き続き目指していく所存である。

　

(4) 当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針

① 当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針の内容

　当社は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者は、当社の事業特性と企業価値の源泉を十分に理解し、当

社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を確保し、向上させることを可能とする者である必要があると考え

ている。

　また、株式会社の支配権の移転を伴う大量の株式買付行為の提案に応じるか否かの判断は、当該株式会社の株主の

皆様全体の意思に基づき行われるべきものと考えている。

　しかしながら、大量の株式買付行為の中には、その目的から見て企業価値ひいては株主共同の利益に対する明白な

侵害をもたらすもの、株主に株式の売却を事実上強要するおそれのあるもの、対象会社の取締役会や株主が買付け

の条件等について検討し、あるいは対象会社の取締役会が代替案を提案するための十分な時間や情報を提供しない

もの等、対象会社の企業価値・株主共同の利益に反するものも少なくない。

　当社は、このような株式買付行為を行う者は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として不適切であ

り、このような者による株式買付行為に対しては、必要かつ相当な対抗措置をとることにより、当社の企業価値ひい

ては株主の皆様の共同の利益を確保する必要があると考えている。

 

② 基本方針の実現に資する取組み

(イ) 企業価値向上への取組み

　当グループは、「我々は需要家の信頼に応え、たゆまぬ研究開発に努め、最高の技術を提供する」との社訓をもと

に、経営の基本理念を掲げ、株主、顧客、取引先及び社員にとって、より高い企業価値の創造に努めている。当グルー

プの基本理念は下記のとおりである。

ⅰ　職務遂行の全ての場面において、法令・社会規範・定款・社内規則を遵守します。

ⅱ　たゆまぬ技術開発と品質向上で、より便利で快適な社会づくりに貢献する商品・サービスを提供します。

ⅲ　個人を尊重し、強いチームワークを育む明るい職場をつくります。

ⅳ　グローバルで革新的な経営により、未来への新たな事業フィールドを拓きます。

ⅴ　地球環境の保護が人類共通のテーマと認識し環境に配慮した企業活動を行います。

　当グループは、1959年の創業以来、「電子部品組立機」「工作機械」等の産業用機械装置メーカーとして、世界の

携帯電話・ＰＣ等のデジタル機器メーカーならびに自動車メーカー等に最高の技術とサービスを提供してきた。近

年、技術革新の進展に伴う顧客要求の多様化や市場のグローバル化、更には価格競争の激化や設備投資需要の変動

等、事業環境が厳しさを増すなかで、当グループは、市場競争を勝ち抜くためのコストの低減、営業・サービス体制

の強化、開発・製造プロセスの改革を推進し、顧客ニーズに対応したリーディングエッジ製品の継続的な市場投入

により競合他社との差別化を図り、事業の継続的成長が確保できる高収益体質の実現に取組んできた。
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　当グループは、中長期経営戦略として、事業環境や市場要求の変化に迅速かつ柔軟に対応し、信頼される確かな技

術・品質に基づいた高付加価値製品を顧客に継続的に供給するため、更なる製品競争力の向上に取組み、事業の継

続的成長を目指していく所存である。具体的な重点施策は下記のとおりである。

ⅰ　研究開発力の強化

ⅱ　コスト競争力の強化

ⅲ　マーケティング・販売力の強化

ⅳ　人材の育成と活用

ⅴ　コーポレート・ガバナンスの強化　

　以上の戦略を中期的な施策として掲げ、社会環境や安全性に十分配慮し、当グループ一丸となって実行していくこ

とが当社の企業業績の向上、また当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益の向上につながり、基本方針に

資するものと考えている。

 

(ロ) コーポレート・ガバナンスの取組み

　当グループは、株主、顧客、取引先及び社員にとってより高い企業価値の創造に努めることを最重要課題と認識し、

経営環境の変化に迅速かつ的確に対応できる組織体制と公正かつ透明性のある経営システムの構築・充実ならび

にリスク・コンプライアンス体制の強化を図ることに努めている。

　その実現のために、「第４　提出会社の状況　６　コーポレート・ガバナンスの状況」に記載の基本方針を定め、か

かる基本方針に基づき、同項に記載のとおりの施策を実施している。　

　

③ 基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針が決定されることを防止するための取組み

　当社株券等の大規模買付行為等に関する対応方針（以下「本対応方針」という。）は、上記①に記載した基本方針

に沿って、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を確保し、向上させる目的を持って導入されるもので

ある。当社取締役会は、大量の当社株式買付行為が行われる場合に、不適切な買付行為でないかどうかを株主の皆様

がご判断するために必要な情報や時間を確保し、当社取締役会が株主の皆様のために買付者と交渉を行うこと等を

可能とすることにより、当社の企業価値・株主の皆様の共同の利益に反する買付行為を抑止するための枠組みが必

要であるとの結論に至った。また、当社は、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益の確保又は向上の観点

から当社取締役会が必要と判断した場合には、大規模買付者との間で大規模買付行為に関する条件について交渉

し、当社取締役会として株主の皆様へ代替案を提示することもある。

　当社は、このような考え方に立ち、平成20年５月15日開催の取締役会において、本対応方針を決議し、同年６月27日

開催の第62期定時株主総会において、株主の皆様より承認、可決された。

　その概要は以下のとおりである。

　

(イ) 本対応方針に係る手続の設定

　本対応方針は、特定株主（注１）の議決権割合（注２）を20％以上とすることを目的とする当社株券等の買付け

等、又は結果として特定株主の議決権割合が20％以上となるような当社株券等の買付け等（以下「大規模買付行為

等」という。）を行い、又は行おうとする者（以下、「大規模買付者」という。）に対し、当該大規模買付行為等に関

する必要な情報の事前の提供及びその内容の評価・検討等に必要な期間を確保したうえで、当社取締役会が必要と

判断した場合には、大規模買付者との間で大規模買付行為等に関する条件について交渉し、当社取締役会として、株

主の皆様へ代替案を提示する等の対応を行っていくための手続を定めている。

　

(ロ) 新株予約権無償割当て等の対抗措置

　本対応方針は、大規模買付者に対して当社株券等の大規模買付行為等に関するルール（以下「大規模買付ルー

ル」という。）を遵守することを求めるとともに、大規模買付ルールを遵守しない場合、また大規模買付ルールが遵

守されている場合であっても大規模買付行為等が当社に回復し難い損害を与える等、当社株主の皆様の共同の利益

を著しく損なうと判断される場合には、当社取締役会は、当社の企業価値及び株主の皆様の共同の利益を守ること

を目的として、かかる大規模買付行為等に対する対抗措置の発動を決議することがあり、その対抗措置として、原

則、新株予約権の無償割当てを株主の皆様に行うものである。ただし、会社法その他の法令及び当社の定款上認めら

れるその他の対抗措置を発動することが適切と判断された場合には当該その他の対抗措置が用いられることもあ

る。

　

(ハ) 独立委員会の設置

　大規模買付ルールを遵守して一連の手続が進行されたか否か、及び大規模買付ルールが遵守された場合に当社の

企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を確保し、又は向上させるために必要かつ相当と考えられる一定の対抗

措置を講じるか否かについては、当社取締役会が最終的な判断を行うが、その判断の合理性及び公正性を担保する

ために、当社は、独立委員会規則に従い、当社取締役会から独立した組織として、独立委員会を設置し、その勧告を最

大限尊重するものとした。独立委員会は、当社の業務執行を行う経営陣から独立した、社外取締役、社外監査役又は

社外有識者（弁護士、税理士、公認会計士、学識経験者、投資銀行業務に精通している者又は取締役、執行役若しくは
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監査役として経験のある社外者等をいう。）の中から、当社取締役会が選任する３名以上の委員から構成されるも

のとした。

　

(ニ) 株主及び投資家の皆様に与える影響等

　本対応方針導入時には、対抗措置の発動は行われておらず、株主及び投資家の皆様の有する当社株式に係る法的権

利及び経済的利益に対して直接具体的な影響は与えていない。また、当社取締役会が対抗措置の発動を決定し、本新

株予約権の無償割当ての決議を行った場合は、別途定められる基準日における最終の株主名簿又は実質株主名簿に

記載又は記録された株主の皆様に対し、別途定められる効力発生日において本新株予約権が無償にて割当てられ

る。本新株予約権の無償割当て時においても株主及び投資家の皆様が保有する当社の株式１株当たりの経済的価値

の希釈化は生じるものの、保有する当社の株式全体の経済的価値の希釈化は生じず、また当社の株式１株当たりの

議決権の希釈化は生じないことから、当社取締役会は株主及び投資家の皆様の有する当社の株式全体に係る法的権

利及び経済的利益に対して直接具体的な影響を与えることを想定していない。

　

(ホ) 本対応方針の有効期間、継続及び変更

　本対応方針の有効期間は、平成23年６月開催予定の定時株主総会終結の時までとしている。

　ただし、有効期間の満了前であっても、当社株主総会において本対応方針を廃止又は変更する旨の決議が行われた

場合、又は当社取締役会において本対応方針を廃止又は変更する旨の決議が行われた場合には、本対応方針はその

時点で廃止又は変更されるものとした。

　

④ 上記②・③の各取組みに関する当社取締役会の判断及びその判断に係る理由

　当社取締役会は、本対応方針が、以下の理由により、上記①の基本方針に沿うものであり、当社株主の皆様の共同の

利益を損なうものではなく、また当社役員の地位の維持を目的とするものでもないと考えている。

　

(イ) 基本方針の実現に資する取組み（上記②）について、企業価値向上への取組み、及びコーポレートガバナンスの

取組みといった各施策は、当社の企業価値及び株主の皆様の共同の利益を確保し、向上させるための具体的方

策として策定されたものであり、まさに基本方針の実現に資するものであること。

　

(ロ) 基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針が決定されることを防止するための取組み

（上記③）について、本対応方針は、大規模買付行為等が行われる場合に、不適切な買付行為でないかどうかを

株主の皆様がご判断するために必要な情報や時間を確保し、当社取締役会が株主の皆様のために大規模買付者

と交渉を行うこと等を可能とすることにより、当社の企業価値及び株主の皆様の共同の利益を確保し、向上さ

せるための枠組みであること。

　

(ハ) 本対応方針は経済産業省及び法務省が平成17年５月27日に発表した「企業価値・株主共同の利益の確保又は向

上のための買収防衛策に関する指針」に定める三原則を充足していること。

　

(ニ) 本対応方針は株主総会の承認を得ており、当社株主総会又は取締役会により廃止又は変更することができること

等、株主意思を重視するものであること。

　

(ホ) 独立性の高い社外者によって構成される独立委員会が設置されており、本対応方針の発動に際しては、独立委員

会の判断を重視していること。

　

(ヘ) 合理的かつ客観的な対抗措置発動要件を設定していること。

　

(ト) 第三者専門家の意見を取得することができるとされていること等により、当社取締役会の判断の公正さ、客観性

がより強く担保されていること。

　

(チ) デッドハンド型やスローハンド型の買収防衛策ではないこと。
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（注１）特定株主とは、

　①当社が発行者である株券等（金融商品取引法第27条の23第１項に規定する株券等をいう。以下別段の

定めがない限り同じとする。）の保有者（金融商品取引法第27条の23第１項に規定する保有者をいい、同

条第３項に基づき保有者に含まれる者を含む。以下同じとする。）又は、②当社が発行者である株券等（金

融商品取引法第27条の２第１項に規定する株券等をいう。）の買付け等（金融商品取引法第27条の２第１

項に規定する買付け等をいう。以下同じとする。）を行う者及びその特別関係者（金融商品取引法第27条

の２第７項に規定する特別関係者をいう。以下同じとする。）をいう。

（注２）議決権割合とは、

　①（注１）の①に記載の保有者の株券等保有割合（金融商品取引法第27条の23第４項に規定する株券等

保有割合をいう。以下同じとする。）、又は、②（注１）の②に記載の買付け等を行う者及び当該買付け等

を行う者の特別関係者の株券等所有割合（金融商品取引法第27条の２第８項に規定する株券等所有割合

をいう。以下同じとする。）の合計をいう。　

　

４【事業等のリスク】

当グループの財政状態、経営成績等に重要な影響を及ぼす可能性のある主なリスクには以下のようなものがある。

なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当グループが判断したものである。

(1）市場環境の変動による影響

　当グループの主力事業である電子部品組立機事業の市場は、デジタル電子機器の販売動向に大きな影響を受けて

大きく変動する場合がある。携帯電話・ノート型パソコンを中心に安定した伸張は今後も期待できるものの、過去

ＩＴ不況ならびに需給のバランスの悪化によって電子部品組立機等の需要が激減したように、取引先が属する産業

の景気変動による経済状況の悪化により業績に影響を及ぼす可能性がある。

(2）為替変動による影響

　当グループは、顧客事業の積極的な海外展開、特に中国・台湾等のアジア地域の製造拠点の集中化に伴い、海外へ

の売上高比率が82.4％と大きく占めている。当グループの輸出取引は為替リスクを回避するため邦貨建て取引を

行っているが、海外連結子会社（アメリカ・ドイツ・中国）との取引についてのみ外貨建て取引を行っている。た

だし為替変動によるリスクは為替リスクヘッジに努めているので限定的であるが、急激な為替変動によって価格の

変動が生じ為替リスクとなることがあり業績に影響を及ぼす可能性がある。

(3）製品価格競争による影響

　当グループは、市場競争に勝つため優れた技術を搭載した製品を提供することにより取引拡大に成功してきた。し

かしながら携帯電話、ノート型パソコン等のデジタル電子機器の高機能化・多機能化に伴う技術革新の進展はもと

よりエレクトロニクス製品の安値への市場価格競争が激化するものと思われる。顧客の製造コストの削減のため製

造設備導入コストの低減による競合他社との厳しい製品価格競争の影響により業績に影響を及ぼす可能性がある。

(4）新技術開発による影響

　当グループは、「高精度・高速実装技術、精密加工技術」等の最先端技術について顧客の要求を捉え、積極的な開

発投資と技術開発活動を継続的に実施することにより電子部品組立業界において上位のマーケットシェアを維持

してきた。しかしながら多様化する顧客要求や激しい技術進歩に対応できる新製品投入タイミングのずれ等の影響

により業績に影響を及ぼす可能性がある。

(5）品質に関する影響

　当グループは、優れた固有技術、最先端技術を積極的に新製品に搭載し早期に市場投入するとともに、ＩＳＯ９０

０１の認証取得を含む品質保証体制の確立及び顧客の満足するサービスサポート体制を強化することにより当グ

ループの製品を多くの顧客に採用して頂くことになる。しかしながら、当グループの製品が最先端技術を駆使した

製品である等の原因により、未知の分野の開発技術も多く存在して予期せぬ不具合が発生すること等により業績に

影響を及ぼす可能性がある。

(6）中国市場の売上増加による影響

　当グループは、デジタル電子機器製造拠点の中国集中化に伴い中国市場向けの売上高比率が高まり、その傾向が今

後も続くものと思われる。当グループは中国・台湾のＥＭＳ及びＯＤＭメーカーを中心として、顧客満足度の高い

優れた技術を搭載した製品に基づく強い信頼関係により取引拡大に成功している。中国の経済は今後も引き続き拡

大が期待されるものの、人民元の切り上げ等の影響や政治的な緊張、また災害・伝染病の発生等によって業績に影

響を及ぼす可能性がある。
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(7）資材価格の高騰による影響

　当グループは、製品のＶＡ・ＣＤを推進し顧客ニーズに対応した価値ある製品をタイムリーに提供する努力を

行っているが、原油・原材料の価格高騰に伴い、鋼材・鋳物・電気材料等当グループの製品を構成する主要部材の

市場での値上がりの影響により業績に影響を及ぼす可能性がある。

(8) 大規模災害の影響

　当グループの国内生産拠点は愛知県内に集中している。これらの地区において大規模災害が発生した場合には、生

産設備の破損、物流機能の麻痺等が生じ、生産拠点の操業停止等により生産能力に重大な影響を及ぼす可能性があ

る。

５【経営上の重要な契約等】

特に記載すべき事項はない。

６【研究開発活動】

　当グループの研究開発活動は、世界の先進の顧客が求める最先端の自動化装置、システムの研究開発にたゆまぬ努力

を続けている。

　研究開発活動は当社にて集中的に行っている。当連結会計年度においては、各セグメントの研究開発活動はセグメン

トごとに実施し、各セグメントに属さない研究開発活動を技術開発センターが行っている。

　当連結会計年度の研究開発費の総額は、4,338百万円である。なお、研究開発費の総額には、技術開発センターで行って

いる各セグメントに配分できない研究費用336百万円が含まれている。

　事業の種類別セグメントの研究開発活動を示すと、次のとおりである。

電子部品組立機事業

高い生産性を誇り、携帯電話、ノート型パソコン及び薄型テレビ等のモデルチェンジに迅速に対応可能なモジュー

ル型高速多機能装着機ＮＸＴⅡの開発等に努めている。

研究開発費の金額は、3,904百万円である。

工作機械事業

研究開発費の金額は僅少のため、内容についての記載は省略している。

その他の事業

研究開発活動は行っていない。
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７【財政状態及び経営成績の分析】

　文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当グループが判断したものである。

(1）重要な会計方針及び見積り

　当グループの連結財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成しており、

財政状態及び経営成績に関する以下の分析を行っている。

(2）当連結会計年度の経営成績の分析

　当連結会計年度の業績については、受注高は109,242百万円（前年同期比12.6％増）、売上高は106,665百万円（前年

同期比4.7％増）、営業利益は21,917百万円（前年同期比19.0％増）、経常利益は21,830百万円（前年同期比16.2％

増）となった。

　営業利益の増加要因は、主に電子部品組立機事業について携帯電話、ノート型パソコン及び薄型テレビ等のエレク

トロニクス市場が拡大し、主力製品の販売が好調に進んだことによるものである。

(3）経営成績に重要な影響を与える要因について

　当グループを取り巻く事業環境は、技術革新の進展に伴うエレクトロニクス製品の多様化、高機能・多機能化によ

る需要の増加が予想される。そのため市場規模の拡大が見込める反面、顧客の製造設備導入コストの低減による製

品価格競争の激化、ますます進展する技術革新に対応した新製品市場投入のタイミングのずれ等の影響により機会

損失の可能性がある。

(4）戦略的現状と見通し

　当グループとしては、主力事業である電子部品組立機事業においては、コア技術の深耕ならびに市場性の高い製品

開発を推進し、当該技術を搭載した新製品の早期市場投入により差別化と競争力向上を図るとともに、営業・サー

ビス体制の強化、高品質の追求によりマーケットシェアの拡大を目指している。

　工作機械事業については、自動車関連市場の深耕ならびに市場開拓によりマーケットシェアの拡大を図るととも

に、販売機種の選択と集中によるコスト削減等の効率化により、事業の安定的利益体質の実現を目指している。

(5）資本の財源及び資金の流動性についての分析

　当グループの資金状況は、営業活動によるキャッシュ・フローでは、22,682百万円の増加（前年同期：20,298百万

円）となったが、これは主に税金等調整前当期純利益の増加によるものである。

　投資活動によるキャッシュ・フローでは、主に投資有価証券の取得により、6,421百万円の減少（前年同期：△

4,670百万円）となった。

　財務活動によるキャッシュ・フローでは、主に長期借入金の返済により、3,711百万円の減少（前年同期：△6,565

百万円）となった。

　これらにより当連結会計年度末における資金は前連結会計年度末と比較し、11,011百万円増の43,256百万円となっ

た。
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第３【設備の状況】

１【設備投資等の概要】

　当連結会計年度の設備投資については、設備投資金額の総額は2,637百万円（無形固定資産を含む）である。

　事業の種類別セグメントの設備投資について示すと、次のとおりである。

電子部品組立機事業

生産設備の省力化・合理化を図るための機械装置の新設が主なものであり、設備投資金額は1,686百万円である。

なお、重要な設備の除却、売却等はない。

工作機械事業

生産設備の省力化・合理化を図るための機械装置の新設が主なものであり、設備投資金額は762百万円である。

なお、重要な設備の除却、売却等はない。

その他の事業

設備投資金額は僅少のため、内容についての記載は省略している。

なお、重要な設備の除却、売却等はない。

全社（共通）

新技術の研究による次世代製品の開発のための設備の新設が主なものであり、設備投資金額は127百万円である。

なお、重要な設備の除却、売却等はない。
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２【主要な設備の状況】

(1) 提出会社
　 平成20年３月31日現在

事業所名
(所在地)

事業の種類別セグメン
トの名称

設備の内容

帳簿価額(百万円)
従業員数

(人)建物及び
構築物

機械装置
及び運搬具

土地
(面積㎡)

その他 合計

本社及び本社工場

(愛知県知立市)

 電子部品組立機事業

全社(共通)

統括業務施設、

生産設備、販売

設備、開発設備

2,345 1,120

177

(17,898)

[3,981]

1,908 5,552 661

藤岡工場

(愛知県豊田市)
工作機械事業

生産設備、販売

設備、機械加工

設備

1,429 1,129
478

(157,039)
641 3,677 462

岡崎工場

(愛知県岡崎市)

電子部品組立機事業

その他の事業
生産設備 2,540 784

2,165

(56,871)
175 5,665 510

東京支店

(東京都港区)

電子部品組立機事業

工作機械事業
販売設備 4 6

―

　(―)
2 13 18

大阪支店

(大阪府吹田市)

電子部品組立機事業

工作機械事業
販売設備 4 4

―

　(―)
2 11 11

　（注）１　「帳簿価額」の「その他」は「工具器具及び備品」、「建設仮勘定」及び「無形固定資産」である。

２　上記中の［外書］は、連結会社以外からの賃借資産を示している。

３　上記のほか、賃貸借資産について重要なものはない。

４　生産能力に重要な影響を及ぼすような機械装置等の休止はない。

　

(2) 国内子会社
　 平成20年３月31日現在

会社名
事業所名
(所在地)

事業の種類別
セグメントの
名称

設備の内容

帳簿価額(百万円)
従業員数

(人)建物及び
構築物

機械装置
及び運搬具

土地
(面積㎡)

その他 合計

㈱マコト工業
本社

(愛知県岡崎市)

電子部品組立

機事業

工作機械事業

生産設備 300 73
447

(6,896)
35 855 133

㈱エデックリン

セイシステム

本社

(愛知県豊橋市)

電子部品組立

機事業

その他の事業

生産設備 175 114
210

(4,250)
46 546 100

㈱アストロ
本社

(愛知県知立市)
その他の事業

事務管理施

設
10 0

―

(―)　
0 11 13

　（注）１　「帳簿価額」の「その他」は「工具器具及び備品」、「建設仮勘定」及び「無形固定資産」である。

２　連結会社以外からの賃貸借資産について重要なものはない。

３　生産能力に重要な影響を及ぼすような機械装置等の休止はない。
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(3) 在外子会社
　 平成20年３月31日現在

会社名
事業所名
(所在地)

事業の種類別
セグメントの
名称

設備の内容

帳簿価額(百万円)
従業員数

(人)建物及び
構築物

機械装置
及び運搬具

土地
(面積㎡)

その他 合計

フジ　アメリカ　

コーポレイション

本社

(米国イリノイ州

バーノンヒル)

電子部品組立

機事業
販売設備 1,041 69

227

(47,455)
13 1,352 63

フジ　マシン　アメリ

カ　コーポレイショ

ン

本社

(米国イリノイ州

バーノンヒル)

工作機械事業 販売設備 ― 0
―

　(―)
2 2 32

フジ　マシン　マニュ

ファクチュアリング

(ヨーロッパ)ゲーエ

ムベーハー

本社

(独国マインツカ

ステル)

電子部品組立

機事業
販売設備 0 3

―

　(―)
23 27 35

富社(上海)商貿有限

公司

本社

(中国上海)

電子部品組立

機事業

修理設備、

改造設備
2 8

―

　　(―)
0 11 12

　（注）１　「帳簿価額」の「その他」は「工具器具及び備品」及び「無形固定資産」である。

２　連結会社以外からの賃貸借資産について重要なものはない。

　

３【設備の新設、除却等の計画】

(1）重要な設備の新設等

会社名
事業所名

（所在地）

事業の種類別セグメ

ントの名称
設備の内容

投資予定額

（百万円）
着手年月

完了予定

年月

総額 既支払額

提出会社　

本社及び本社工場

(愛知県知立市)

電子部品組立機事業

全社(共通)

建物 500 ― 平成20年10月 平成21年３月

ソフトウェア等 1,400 14 平成18年３月 平成21年３月

藤岡工場

(愛知県豊田市)
工作機械事業

建物 1,100 2 平成19年８月 平成21年３月

機械及び装置等 800 ― 平成20年４月 平成21年３月

岡崎工場

(愛知県岡崎市)

電子部品組立機事業

その他の事業
機械及び装置等 700 ― 平成20年４月 平成21年３月

　（注）１　所要資金は自己資金により調達する予定である。

２　本計画達成により、生産能力は平成20年３月末に比較して若干増加する予定である。

　

(2）重要な設備の除却等

　特に記載すべき事項はない。

EDINET提出書類

富士機械製造株式会社(E01495)

有価証券報告書

19/85



第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（1）【株式の総数等】

 ①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 195,000,000

計 195,000,000

 ②【発行済株式】

種類
事業年度末現在
発行数(株)

(平成20年３月31日)

提出日現在
発行数(株)

(平成20年６月30日)

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 48,911,874 48,911,874
名古屋証券取引所

(市場第一部)
―

計 48,911,874 48,911,874 ― ―

（2）【新株予約権等の状況】

　 該当事項はない。

（3）【ライツプランの内容】

　 該当事項はない。

（4）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式
総数増減数

(千株)

発行済株式
総数残高

(千株)

資本金増減額
(百万円)

資本金残高
(百万円)

資本準備金
増減額

(百万円)

資本準備金
残高

(百万円)

平成７年３月31日 68 48,911 39 5,878 39 5,413

（注）　転換社債の転換（平成６年４月～平成７年３月）による増加

（5）【所有者別状況】

　 平成20年３月31日現在

区分

株式の状況(１単元の株式数100株)
単元未満
株式の状況

(株)
政府及び
地方公共
団体

金融機関
金融商品
取引業者

その他の
法人

外国法人等
個人
その他

計
個人以外 個人

株主数

(人)
― 23 28 205 192 7 6,958 7,413 ―

所有株式数

(単元)
― 140,908 5,951 75,232 156,158 124 110,094 488,467 65,174

所有株式数

の割合(％)
― 28.85 1.22 15.40 31.97 0.02 22.54 100.00 ―

　（注）１　自己株式23,592株は、「株式の状況」では「個人その他」に235単元、「単元未満株式の状況」には92株を含め

ている。

２　「その他の法人」には証券保管振替機構名義の株式５単元を含めている。
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（6）【大株主の状況】

　 平成20年３月31日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数

(千株)

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合(％)

大同生命保険株式会社

常任代理人日本トラスティ・サービ

ス信託銀行株式会社

東京都中央区晴海１丁目８番11号 3,342 6.83

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 東京都千代田区丸の内２丁目７番１号 2,440 4.99

日本トラスティ・サービス信託銀行

株式会社(信託口)
東京都中央区晴海１丁目８番11号 2,346 4.80

日本マスタートラスト信託銀行株式

会社(信託口)
東京都港区浜松町２丁目11番３号 2,126 4.35

ステートストリートバンクアンドト

ラストカンパニー

常任代理人株式会社みずほコーポ

レート銀行兜町証券決済業務室

東京都中央区日本橋兜町６番７号 1,968 4.02

有限会社サカガミ 名古屋市中区富士見町512番地 1,200 2.45

ステートストリートバンクアンドト

ラストカンパニー505019

常任代理人株式会社みずほコーポ

レート銀行兜町証券決済業務室

東京都中央区日本橋兜町６番７号 996 2.04

ジェーピーモルガンチェースバンク

385078

常任代理人株式会社みずほコーポ

レート銀行兜町証券決済業務室

東京都中央区日本橋兜町６番７号 791 1.62

モルガンスタンレーアンドカンパ

ニーインク

常任代理人モルガン・スタンレー証

券株式会社

東京都渋谷区恵比寿４丁目20番３号 784 1.60

メロンバンクエヌエーアズエージェ

ントフォーイッツクライアントメロ

ンオムニバスユーエスペンション

常任代理人香港上海銀行東京支店

東京都中央区日本橋３丁目11番１号 783 1.60

計 ― 16,778 34.30

　（注）１　千株未満の端数は切捨てて表示している。

２　平成15年10月28日付でスプラスグローブ・インベストメント・マネジメント・リミテッドから大量保有報告

書が関東財務局に提出されており、平成13年７月18日現在で以下のとおり株式を保有している旨の報告を受

けているが、当社として当事業年度末の実質所有株式数の確認ができないので上記「大株主の状況」には含

めていない。

なお、大量保有報告書の内容は以下のとおりである。

氏名又は名称 住所
保有株式数

(千株)
株式保有割合

(％)

スプラスグローブ・インベス

トメント・マネジメント・リ

ミテッド

カナダ国 オンタリオ州 トロント ス

イート 1300 ユニバーシティ アベ

ニュー 181

3,560 7.28

３　平成18年８月15日付で株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループから大量保有報告書にかかる変更報告

書が関東財務局に提出されており、平成18年７月31日現在でそれぞれ以下のとおり株式を保有している旨の

報告を受けているが、当社として当事業年度末の実質所有株式数の確認ができないので上記「大株主の状

況」には含めていない。

なお、大量保有報告書の内容は以下のとおりである。
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氏名又は名称 住所
保有株式数
（千株）

株式保有割合
（％）

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 東京都千代田区丸の内２丁目７番１号 2,440 4.99

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 東京都千代田区丸の内１丁目４番５号 887 1.81

三菱ＵＦＪ証券株式会社 東京都千代田区丸の内２丁目４番１号 11 0.02

三菱ＵＦＪ投信株式会社 東京都千代田区丸の内１丁目４番５号 7 0.02

計 ― 3,346 6.84

　

（7）【議決権の状況】

 ①【発行済株式】

　 平成20年３月31日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
(自己保有株式)

普通株式       23,500
― ―

完全議決権株式(その他) 普通株式   48,823,200 488,232 ―

単元未満株式 普通株式       65,174 ― ―

発行済株式総数 48,911,874 ― ―

総株主の議決権 ― 488,232 ―

　（注）１　「完全議決権株式（その他）」の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式500株（議決権５個）を含めて

いる。

２　「単元未満株式」の普通株式には、当社所有の自己株式92株を含めている。

 ②【自己株式等】

　 平成20年３月31日現在

所有者の氏名

又は名称
所有者の住所

自己名義

所有株式数

(株)

他人名義

所有株式数

(株)

所有株式数

の合計(株)

発行済株式総数

に対する所有株

式数の割合(％)

(自己保有株式)

富士機械製造株式会社

愛知県知立市山町茶碓山

19番地
23,500 ― 23,500 0.05

計 ― 23,500 ―　 23,500 0.05

（8）【ストックオプション制度の内容】

 　該当事項はない。
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２【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】　会社法第155条第７号に該当する普通株式の取得

(1)【株主総会決議による取得の状況】

 該当事項はない。

(2)【取締役会決議による取得の状況】

 該当事項はない。

(3)【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

区分 株式数(株) 価額の総額(円)

当事業年度における取得自己株式 2,803 6,925,945

当期間における取得自己株式 311 643,140

（注）　当期間における取得自己株式には、平成20年６月１日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買

取りによる株式は含めていない。

(4)【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

区分

当事業年度 当期間

株式数(株) 処分価額の総額
(円) 株式数(株) 処分価額の総額

(円)

引き受ける者の募集を行った取得自己株式 ― ― ― ―

消却の処分を行った取得自己株式 ― ― ― ―

合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った

取得自己株式
― ― ― ―

その他

(　―　)
― ― ― ―

保有自己株式数 23,592 ― 23,903 ―

（注）　当期間における保有自己株式数には、平成20年６月１日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の

買取りによる株式は含めていない。

３【配当政策】

　当社は、株主の皆様への利益還元と財務基盤の強化を両立すべく、収益性の向上に向けて経営体質の強化を図りなが

ら、安定配当を維持し、継続的な利益還元に努めていく考えである。

　内部留保金は、市場ニーズに応える製品開発ならびに設備合理化投資を行い、事業体質の改善・強化に役立てる所存

である。

　当社は、中間配当と期末配当の年２回の剰余金の配当を行うことを基本方針としている。これらの剰余金の配当の決

定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会である。

　以上の方針に基づき、当期は、中間配当金を１株につき20円とし、期末配当金についても中間配当金と同様に１株に

つき20円とし、年間としては前期に比べ１株につき15円増配の40円を実施することに決定した。

　当社は、「取締役会の決議によって毎年９月30日を基準日として中間配当をすることができる。」旨を定款に定めて

いる。

　なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりである。

決議年月日 配当金の総額(百万円) １株当たり配当額(円)

平成19年11月14日

取締役会決議
977 20.00

平成20年６月27日

定時株主総会決議
977 20.00
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４【株価の推移】

（1）【最近５年間の事業年度別最高・最低株価】

回次 第58期 第59期 第60期 第61期 第62期

決算年月 平成16年３月 平成17年３月 平成18年３月 平成19年３月 平成20年３月

最高(円) 1,570 1,490 2,450 2,950 2,985

最低(円) 680 925 970 1,890 1,660

（注）　株価は、名古屋証券取引所市場第一部におけるものである。

（2）【最近６月間の月別最高・最低株価】

月別 平成19年10月 平成19年11月 平成19年12月 平成20年１月 平成20年２月 平成20年３月

最高(円) 2,770 2,865 2,790 2,500 2,400 2,350

最低(円) 2,245 2,390 2,420 1,660 1,850 1,950

（注）　株価は、名古屋証券取引所市場第一部におけるものである。
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５【役員の状況】

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有
株式数
(千株)

代表取締役

社長
─ 小　原　正　義 昭和16年４月18日生

昭和39年４月 当社入社

(注)４ 9

昭和62年５月 当社貿易部部長

昭和62年６月 当社取締役

平成６年６月 当社常務取締役

平成14年６月 当社取締役

当社執行役員専務

平成16年６月 当社代表取締役社長(現任)

取締役

常務執行役員

工作機械事業

本部本部長

青　木　眞　德 昭和21年５月13日生

昭和44年４月 株式会社東芝入社

(注)４ 2

平成13年４月 当社入社

平成14年６月 当社取締役

当社執行役員

平成16年６月 当社取締役

当社常務執行役員

平成19年６月 当社取締役(現任)

当社常務執行役員　工作機械事業本

部本部長(現任)

(主要な兼職) 　

平成19年５月 フジ　マシン　アメリカ　コーポレイ

ション会長(現任)

取締役

常務執行役員

資材調達本部

本部長

資材内製加工

本部本部長

中　野　矩　雄 昭和18年12月25日生

昭和41年４月 当社入社

(注)４ 4

平成４年４月 当社工機部部長

平成14年６月 当社執行役員　工作機械事業本部副

本部長、藤岡工場工場長

平成16年６月 当社取締役

当社執行役員

平成19年６月 当社取締役(現任)

当社常務執行役員　資材調達本部本

部長、資材内製加工本部本部長(現任)

取締役

常務執行役員

財務統括部部

長

情報システム

部管掌

加　藤　正　樹 昭和22年２月20日生

昭和44年４月 当社入社

(注)４ 4

平成11年４月 当社財務第二部部長

平成16年６月 当社執行役員　財務部部長

平成18年６月 当社取締役

当社執行役員　

平成20年６月 当社取締役(現任)

当社常務執行役員　財務統括部部長　

情報システム部管掌(現任)

取締役

常務執行役員

秘書室室長

人事部部長

総務部・ＩＳ

Ｏ推進室管掌

曽　我　信　之 昭和27年２月26日生

昭和50年４月 当社入社

(注)４  1

平成９年４月 当社経営企画室室長

平成18年４月 当社ハイテック事業本部事業企画室

室長

平成19年６月 当社取締役

当社執行役員

平成20年６月 当社取締役(現任)

当社常務執行役員　秘書室室長、人事

部部長　総務部・ＩＳＯ推進室管掌

(現任)
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役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有
株式数
(千株)

取締役

執行役員

ハイテック事

業本部本部長

伊　藤　裕　郎 昭和23年４月９日生

昭和47年４月 ニチメン株式会社(現　双日株式会社)

入社

(注)４ ―

平成14年４月 当社入社

平成14年７月 当社精機事業本部国際営業部部長

平成17年10月 当社執行役員　電子部品組立機事業

本部国際営業部部長

平成18年４月 当社執行役員　ハイテック事業本部

副本部長、営業・海外統括部部長

平成20年６月 当社取締役(現任)

当社執行役員　ハイテック事業本部

本部長(現任)

(主要な兼職) 　

平成18年４月 フジ　マシン　マニュファクチュアリ

ング(ヨーロッパ)ゲーエムベーハー

会長(現任)

平成19年11月 富社(上海)商貿有限公司董事長(現任)

平成20年５月 フジ　アメリカ　コーポレイション会

長(現任)

取締役 ─ 三　品　征三郎 昭和13年７月19日生

昭和36年４月 ニチメン株式会社(現　双日株式会社)

入社

(注)４ ―

平成４年６月 同社取締役

平成８年６月 同社常務取締役

平成11年６月 株式会社日本ヘイズ代表取締役社長

平成17年６月 同社顧問(現任)

平成20年６月 当社取締役(現任)

取締役 ─ 植　村　元　雄 昭和31年12月４日生

昭和60年４月 弁護士登録

(注)４ ―

昭和63年４月 明和綜合法律事務所設立(代表者)(現

任)

平成12年１月 弁理士登録

平成12年４月 名古屋大学情報文化学部非常勤講師

(現任)

平成20年６月 当社取締役(現任)

(主要な兼職) 　

昭和63年４月 明和綜合法律事務所代表者(現任)

常勤監査役 ─ 間　　　友　幸 昭和20年11月26日生

昭和43年４月 当社入社

(注)５ 4

平成８年６月 当社岡崎工場工務部部長

平成16年６月 当社執行役員　人事総務部部長

平成18年４月 当社執行役員　人事部部長

平成19年６月 当社常勤監査役(現任)

監査役 ─ 坂　上　　　岳 昭和24年４月20日生

昭和47年４月 株式会社筒井電器入社

(注)５ 40

平成３年３月 有限会社サカガミ代表取締役(現任)

平成６年６月 当社監査役(現任)

(主要な兼職) 　

平成３年３月 有限会社サカガミ代表取締役(現任)

監査役 ─ 浅　野　良　裕 昭和22年９月11日生

昭和55年８月 公認会計士登録

(注)５  ―

昭和55年10月 税理士登録

昭和61年12月 株式会社アスク代表取締役(現任)

平成11年１月 浅野公認会計士事務所所長(現任)

平成15年６月 当社監査役(現任)

(主要な兼職) 　

昭和61年12月 株式会社アスク代表取締役(現任)

平成11年１月 浅野公認会計士事務所所長(現任)

監査役 ─ 松　原　正　道 昭和19年２月20日生

昭和41年６月 株式会社松原製作所取締役

(注)６  ―

昭和46年７月 松原ビル株式会社取締役

昭和61年８月 松原ビル株式会社代表取締役(現任)

平成５年２月 株式会社松原製作所代表取締役

平成17年６月 当社監査役(現任)

(主要な兼職) 　

昭和61年８月 松原ビル株式会社代表取締役(現任)

計 68
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（注）１　千株未満の端数は切捨てて表示している。

２　取締役三品征三郎及び植村元雄は会社法第２条第15号に定める社外取締役である。

３  監査役坂上岳、浅野良裕及び松原正道は会社法第２条第16号に定める社外監査役である。

４　平成20年６月27日開催の定時株主総会終結の時から１年間

５　平成19年６月28日開催の定時株主総会終結の時から４年間

６　平成17年６月29日開催の定時株主総会終結の時から４年間

７　当社は、経営の意思決定機能と業務の執行機能を分離し、経営のスピード化と責任の明確化を図るため、執行

役員制度を導入している。執行役員は上記取締役執行役員のほか、下記のとおりである。

役名 氏名 職名

執行役員 村　田　進太郎 工作機械事業本部副本部長、技術統括部部長

執行役員 小　川　　　元 工作機械事業本部副本部長

執行役員 伊　藤　敏　彦 ハイテック事業本部副本部長、生産統括部部長

執行役員 酒　井　勝　矢 資材調達本部副本部長

執行役員 門　松　純　男 ハイテック事業本部副本部長、開発評価部部長

執行役員 加　藤　陽　治 工作機械事業本部副本部長、営業統括部部長

執行役員 坂　上　晋　作 総務部部長

執行役員 児　玉　誠　吾 技術開発センター長

執行役員 須　原　信　介　 ハイテック事業本部副本部長、第一技術統括部部長

執行役員 河　合　孝　昌　 ハイテック事業本部副本部長、第二技術統括部部長
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６【コーポレート・ガバナンスの状況】

(1）会社の機関の内容、内部統制システムの整備の状況

①会社の機関の内容

　当社では監査役制度を採用している。

　取締役会は、毎月の定例取締役会のほか、必要に応じ開催される臨時取締役会にて法令で定められた事項、その他

経営上の重要事項の決定と業務の執行状況の監督を行っている。現在の取締役は７名の体制となっている。

　当社の監査役は４名であり、そのうち社外監査役は３名である。監査役は取締役会に出席し、毎月及び必要な都度

監査役会を開催し、経営ならびに取締役の職務の執行の適法性を監査している。

　経営の意思決定機能と業務の執行機能を分離し、経営のスピード化と責任の明確化を図るため、執行役員制度を導

入し、執行役員への権限委譲を行うとともに業務の執行責任を持たせ、定例及び臨時経営業務執行会議にて業務の

執行の報告及び方針の決定を行っている。

　業務の執行に当たっては、毎年度「経営方針」、「年間（中間）利益計画」を策定し、経営目標を明確にするとと

もに、各部門で達成管理を行っている。執行役員は15名（うち取締役兼務６名）である。

　また子会社を含めた経営業務執行会議も定期的に開催し、グループ各社の経営状況の確認とコーポレート・ガバ

ナンスの強化に努めている。

　なお、コーポレート・ガバナンス体制図は次のとおりである。

（注）　平成20年６月30日現在の取締役は８名（うち社外取締役２名）である。
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②内部統制システムの整備の状況

　代表取締役直轄の内部監査室を設置し、各部門の業務の執行状況が法令、定款及び社内諸規程に基づき適正かつ合

理的に実施されていることを監査し、その結果を代表取締役に報告する体制をとっている。

　また、財務報告に係わる内部統制の構築、整備、運用、評価を統括することを目的に、代表取締役を最高責任者とす

る「内部統制会議」を設置し、システムの整備状況を監督するとともに、継続的に改善を行い、企業価値の向上を

図っている。

　

(2）リスク管理体制の整備の状況

　当社を取り巻くリスクを適切に管理するため代表取締役を委員長とした「リスク・コンプライアンス委員会」を

設置し、各部門におけるリスク管理体制の整備を支援している。また、全社的な視点から、「リスク管理基本規程」

を定め、各部門において経営活動の遂行を阻害するリスクを組織的・体系的に整理したうえで、その発生の予防と

発生時の損害を最小限にするよう努めている。更に、品質、環境、安全衛生に係るリスクに関しては個別に委員会を

設置し、各部門と連携してリスクの予防、回避、管理の各対策を講じている。　

　

(3）役員報酬の内容

取締役の年間報酬総額 308百万円（社外取締役はいない）

監査役の年間報酬総額 47百万円（うち社外監査役29百万円）

(4）監査報酬の内容

　
支払額

(百万円)

公認会計士法(昭和23年法律第103号)第

２条第１項に規定する業務に基づく報

酬

25

財務報告に係る内部統制システムの構

築コンサルティング業務に基づく報酬
18

(5）内部監査及び監査役監査、会計監査の状況

　監査役は、会計監査人と定例的な報告会、往査の立会、口頭又は文書による情報交換のほか、常に緊密な連携・協調

を保ち、積極的に意見や情報の交換を行い、それぞれの監査で得られた内容を相互に共有することにより、監査業務

の品質の向上に努め、効果的な改善を図っている。

　監査役の職務補助の対応は、監査役の要求都度内部監査室スタッフ６名が対応する体制としている。また、内部監

査室は各部門のリスク管理状況を監査し、その結果を代表取締役に報告するとともに、監査役からの情報開示要求

があった場合その結果を提供することとしている。

　会計監査については、あずさ監査法人と監査契約を締結し、会社法及び金融商品取引法に基づく会計監査を受けて

いる。当社は同監査法人から独立の第三者として公正不偏な立場から監査が実施される環境を整備している。

　当期において業務を執行した公認会計士の氏名、所属する監査法人名、継続監査年数及び監査業務に係る補助者の

構成については次のとおりである。

業務を執行した公認会計士の氏名（継続監査年数）

指定社員　業務執行社員：稲越千束（６年）、加藤浩幸（２年）

会計監査業務に係る主な補助者の構成

公認会計士：６名、その他：11名

　

(6）会社と会社の社外取締役及び社外監査役の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係の概要

　平成20年６月27日開催の定時株主総会で選任された当社社外取締役２名は、当社との間で重要な人的関係、資本的

関係又は取引関係はない。

　当社社外監査役３名は、当社との間で監査の独立性に影響を及ぼすような人的関係及び取引関係はない。

　社外監査役坂上岳は、有限会社サカガミの代表取締役である。有限会社サカガミは当社の株式1,200千株を保有して

いるが、当社とは営業等一切の取引はない。なお、坂上岳は当社の株式40千株を保有している。

(7) 責任限定契約の内容の概要

　当社と社外監査役は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を

締結している。

　当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める額としている。
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(8) 取締役の定数

　「当会社の取締役は、８名以内とする。」旨を定款に定めている。

(9) 取締役の選任の決議要件

　当社は、取締役の選任決議について、「議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主

が出席し、その議決権の過半数をもって行う。」旨を定款に定めている。

(10) 自己の株式の取得

　当社は、自己の株式の取得について、機動的な資本政策を遂行できるように、「会社法第165条第２項の規定によ

り、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる。」旨を定款に定めている。

(11) 取締役の責任免除

　当社は、会社法第426条第１項の規定により、取締役会の決議をもって同法第423条第１項の行為に関する取締役

（取締役であった者を含む。）の責任を法令の限度において免除することができる旨を定款に定めている。これは、

取締役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備すること

を目的とするものである。

(12) 監査役の責任免除

　当社は、会社法第426条第１項の規定により、取締役会の決議をもって同法第423条第１項の行為に関する監査役

（監査役であった者を含む。）の責任を法令の限度において免除することができる旨を定款に定めている。これは、

監査役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備すること

を目的とするものである。

(13) 株主総会の特別決議要件

　当社は、「会社法第309条第２項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を

有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもって行う。」旨を定款に定めている。これは、株主総会におけ

る特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものである。

(14) 中間配当

　当社は、株主への機動的な利益還元を図るため、会社法第454条第５項の規定により、「取締役会の決議によって毎

年９月30日を基準日として中間配当をすることができる。」旨を定款に定めている。
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第５【経理の状況】

１　連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について

(1）当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和51年大蔵省令第28号。以

下「連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成している。

　なお、前連結会計年度（自 平成18年４月１日　至 平成19年３月31日）は、改正前の連結財務諸表規則に基づき、当

連結会計年度（自 平成19年４月１日　至 平成20年３月31日）は、改正後の連結財務諸表規則に基づいて作成して

いる。

(2）当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号。以下「財

務諸表等規則」という。）に基づいて作成している。

　なお、前事業年度（自 平成18年４月１日　至 平成19年３月31日）は、改正前の財務諸表等規則に基づき、当事業年

度（自 平成19年４月１日　至 平成20年３月31日）は、改正後の財務諸表等規則に基づいて作成している。

２　監査証明について

　当社は、証券取引法第193条の２の規定に基づき、前連結会計年度（自 平成18年４月１日　至 平成19年３月31日）及

び前事業年度（自 平成18年４月１日　至 平成19年３月31日）の連結財務諸表及び財務諸表については、みすず監査

法人及び公認会計士宮田晴弘氏により監査を受け、また、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当連結

会計年度（自 平成19年４月１日　至 平成20年３月31日）及び当事業年度（自 平成19年４月１日　至 平成20年３月

31日）の連結財務諸表及び財務諸表については、あずさ監査法人により監査を受けている。

　なお、当社の監査人は次のとおり交代している。

　　前連結会計年度及び前事業年度　　みすず監査法人及び公認会計士宮田晴弘氏

　　当連結会計年度及び当事業年度　　あずさ監査法人
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１【連結財務諸表等】

（1）【連結財務諸表】

 ①【連結貸借対照表】

　 　
前連結会計年度

(平成19年３月31日)
当連結会計年度

(平成20年３月31日)

区分
注記
番号

金額(百万円) 構成比
(％) 金額(百万円) 構成比

(％)

(資産の部) 　       

Ⅰ　流動資産 　       

１　現金及び預金 　  32,700   33,964  

２　受取手形及び売掛金 ※１  26,521   25,234  

３　有価証券 　  ―   10,000  

４　たな卸資産 　  31,375   27,602  

５　繰延税金資産 　  3,038   3,125  

６　その他 　  2,717   2,287  

貸倒引当金 　  △15   △14  

流動資産合計 　  96,337 73.8  102,200 76.0

Ⅱ　固定資産 　       

１　有形固定資産 　       

(1) 建物及び構築物 　 17,810   17,745   

 減価償却累計額 ※２ 9,263 8,547  9,626 8,119  

(2) 機械装置及び運搬具 　 12,744   12,167   

 減価償却累計額 　 8,896 3,848  8,847 3,320  

(3) 工具器具及び備品 　 5,840   5,861   

 減価償却累計額 　 4,974 865  4,964 897  

(4) 土地 　  4,147   4,107  

(5) 建設仮勘定 　  6   416  

有形固定資産合計 　  17,415 13.3  16,860 12.5

２　無形固定資産 　       

(1) ソフトウェア 　  2,413   1,529  

(2) その他 　  20   20  

無形固定資産合計 　  2,434 1.9  1,550 1.2

３　投資その他の資産 　       

(1) 投資有価証券 　  13,700   12,734  

(2) 繰延税金資産 　  22   522  

(3) その他 ※３  1,088   528  

貸倒引当金 　  △517   ―  

投資その他の資産合
計

　  14,294 11.0  13,785 10.3

固定資産合計 　  34,144 26.2  32,196 24.0

資産合計 　  130,481 100.0  134,396 100.0
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前連結会計年度

(平成19年３月31日)
当連結会計年度

(平成20年３月31日)

区分
注記
番号

金額(百万円) 構成比
(％) 金額(百万円) 構成比

(％)

(負債の部) 　       

Ⅰ　流動負債 　       

１　支払手形及び買掛金 　  3,204   4,413  

２　１年内に返済予定の長期
借入金

　  2,114   5,114  

３　未払法人税等 　  5,509   5,905  

４　製品保証引当金 　  1,931   1,960  

５　その他 　  6,618   6,859  

流動負債合計 　  19,378 14.9  24,254 18.0

Ⅱ　固定負債 　       

１　社債 　  5,000   5,000  

２　長期借入金 　  8,114   3,000  

３　繰延税金負債 　  1,814   ―  

４　退職給付引当金 　  97   36  

固定負債合計 　  15,025 11.5  8,036 6.0

負債合計 　  34,404 26.4  32,290 24.0

　 　       

(純資産の部) 　       

Ⅰ　株主資本 　       

１　資本金 　  5,878 4.5  5,878 4.4

２　資本剰余金 　  5,413 4.1  5,413 4.0

３　利益剰余金 　  78,066 59.8  89,431 66.5

４　自己株式 　  △30 △0.0  △37 △0.0

株主資本合計 　  89,329 68.4  100,687 74.9

Ⅱ　評価・換算差額等 　       

１　その他有価証券評価差額
金

　  4,372 3.4  1,247 1.0

２　為替換算調整勘定 　  2,375 1.8  171 0.1

評価・換算差額等合計 　  6,747 5.2  1,418 1.1

純資産合計 　  96,077 73.6  102,106 76.0

負債純資産合計 　  130,481 100.0  134,396 100.0
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 ②【連結損益計算書】

　 　
前連結会計年度

(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

区分
注記
番号

金額(百万円) 百分比
(％) 金額(百万円) 百分比

(％)

Ⅰ　売上高 　  101,892 100.0  106,665 100.0

Ⅱ　売上原価 　  65,315 64.1  67,070 62.9

売上総利益 　  36,577 35.9  39,595 37.1

Ⅲ　販売費及び一般管理費
※１
※２

 18,159 17.8  17,677 16.6

営業利益 　  18,417 18.1  21,917 20.5

Ⅳ　営業外収益 　       

１　受取利息 　 379   551   

２　受取配当金 　 182   160   

３　賃貸料 　 93   ―   

４　雑収入 　 126 781 0.7 112 825 0.8

Ⅴ　営業外費用 　       

１　支払利息 　 203   178   

２　支払手数料 　 158   ―   

３　為替差損 　 44   533   

４　雑支出 　 12 420 0.4 200 912 0.8

経常利益 　  18,779 18.4  21,830 20.5

Ⅵ　特別利益 　       

１　貸倒引当金戻入益 　 14   0   

２　固定資産処分益 ※３ 61   93   

３　投資有価証券売却益 　 2   ―   

４　その他 　 2 81 0.1 1 96 0.1

Ⅶ　特別損失 　       

１　固定資産処分損 ※３ 233   436   

２  投資有価証券評価損 　 ―   241   

３  役員退職慰労金 ※４ 386   ―   

４　その他 　 17 637 0.6 40 718 0.7

税金等調整前当期純利
益

　  18,222 17.9  21,208 19.9

法人税、住民税及び事業
税

　 5,758   8,688   

法人税等調整額 　 996 6,754 6.6 △433 8,254 7.8

当期純利益 　  11,467 11.3  12,953 12.1
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 ③【連結株主資本等変動計算書】

前連結会計年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

　

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成18年３月31日残高
　　　　　  　　　(百万円)

5,878 5,413 67,759 △22 79,029

連結会計年度中の変動額      

剰余金の配当(注)   △488  △488

剰余金の配当   △611  △611

役員賞与(注)   △60  △60

当期純利益   11,467  11,467

自己株式の取得    △7 △7

株主資本以外の項目の連結
会計年度中の変動額(純額)

     

連結会計年度中の変動額合計
　　　　　　　　　(百万円)

― ― 10,307 △7 10,299

平成19年３月31日残高
　　　　　　　　　(百万円)

5,878 5,413 78,066 △30 89,329

　

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券
評価差額金

為替換算
調整勘定

評価・換算
差額等合計

平成18年３月31日残高
                  (百万円) 5,284 2,229 7,514 86,543

連結会計年度中の変動額     

剰余金の配当(注)    △488

剰余金の配当    △611

役員賞与(注)    △60

当期純利益    11,467

自己株式の取得    △7

株主資本以外の項目の連結
会計年度中の変動額(純額)

△912 145 △766 △766

連結会計年度中の変動額合計
　　　　　　　　　(百万円)

△912 145 △766 9,533

平成19年３月31日残高
　　　　　　　　　(百万円)

4,372 2,375 6,747 96,077

(注)　平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目である。

当連結会計年度（自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日）

　

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成19年３月31日残高
　　　　　　　　　(百万円)

5,878 5,413 78,066 △30 89,329
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株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

連結会計年度中の変動額      

剰余金の配当   △1,588  △1,588

当期純利益   12,953  12,953

自己株式の取得    △6 △6

株主資本以外の項目の連結
会計年度中の変動額(純額)

     

連結会計年度中の変動額合計
　　　　　　　　　(百万円)

― ― 11,364 △6 11,357

平成20年３月31日残高
　　　　　　　　　(百万円)

5,878 5,413 89,431 △37 100,687

　

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券
評価差額金

為替換算
調整勘定

評価・換算
差額等合計

平成19年３月31日残高
　　　　　　　　　(百万円)

4,372 2,375 6,747 96,077

連結会計年度中の変動額     

剰余金の配当    △1,588

当期純利益    12,953

自己株式の取得    △6

株主資本以外の項目の連結
会計年度中の変動額(純額)

△3,125 △2,203 △5,329 △5,329

連結会計年度中の変動額合計
　　　　　　　　　(百万円)

△3,125 △2,203 △5,329 6,028

平成20年３月31日残高
　　　　　　　　　(百万円)

1,247 171 1,418 102,106
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 ④【連結キャッシュ・フロー計算書】

　 　
前連結会計年度

(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

区分
注記
番号

金額(百万円) 金額(百万円)

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー 　   

１　税金等調整前当期純利益 　 18,222 21,208

２　減価償却費 　 4,099 3,132

３　製品保証引当金の増加額 　 357 51

４　退職給付引当金の減少額 　 △1,048 △61

５　受取利息及び受取配当金 　 △561 △712

６　支払利息 　 203 178

７　固定資産処分益 　 △61 △93

８　固定資産処分損 　 233 436

９　投資有価証券売却益 　 △2 ―

10　投資有価証券評価損 　 ― 241

11　売上債権の減少額 　 5,686 880

12　たな卸資産の増減額(△は増加) 　 △4,506 3,253

13　仕入債務の増減額(△は減少) 　 △1,270 1,583

14　その他 　 △418 357

小計 　 20,933 30,457

15　利息及び配当金の受取額 　 561 712

16　利息の支払額 　 △205 △180

17　法人税等の支払額 　 △991 △8,307

営業活動によるキャッシュ・フロー 　 20,298 22,682

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー 　   

１　有形及び無形固定資産の取得による支出 　 △2,815 △2,072

２　有形及び無形固定資産の売却による収入 　 287 364

３　投資有価証券の取得による支出 　 △1,951 △4,449

４　投資有価証券の売却による収入 　 12 ―

５　定期預金の預入による支出 　 △438 △378

６　定期預金の払戻による収入 　 332 126

７　長期前払費用に係る支出 　 △77 △6

８　その他 　 △20 △3

投資活動によるキャッシュ・フロー 　 △4,670 △6,421
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前連結会計年度

(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

区分
注記
番号

金額(百万円) 金額(百万円)

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー 　   

１　長期借入れの返済による支出 　 △5,458 △2,117

２　配当金の支払額 　 △1,098 △1,587

３　その他 　 △7 △6

財務活動によるキャッシュ・フロー 　 △6,565 △3,711

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額 　 107 △1,538

Ⅴ　現金及び現金同等物の増加額 　 9,170 11,011

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高 　 23,074 32,245

Ⅶ　現金及び現金同等物の期末残高 ※ 32,245 43,256
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
前連結会計年度

(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

１　連結の範囲に関する事項 連結子会社の数　７社 連結子会社の数　８社

　

　

主要な連結子会社の名称

「第１　企業の概況　４　関係会社の状

況」に記載しているため省略している。

主要な連結子会社の名称

「第１　企業の概況　４　関係会社の状

況」に記載しているため省略している。

主要な連結子会社の増加理由

当社は平成19年11月をもって連結子会

社富社（上海）商貿有限公司を設立し

たため、連結の範囲に含めている。

　 非連結子会社はない。 非連結子会社はない。

２　持分法の適用に関する事

項

持分法を適用しない関連会社の名称

フジ ド ブラジル マキナス インダス

トリアルス リミターダ

持分法を適用しない関連会社の名称

フジ ド ブラジル マキナス インダス

トリアルス リミターダ

　

　

持分法を適用しない理由

持分法非適用会社の当期純損益及び利

益剰余金等の合計額のうち持分に見合

う額の合計額は、連結会社の当期純損益

及び利益剰余金等に与える影響が軽微

であり、かつ全体としても重要性がない

ので持分法を適用していない。

持分法を適用しない理由

持分法非適用会社の当期純損益及び利

益剰余金等の合計額のうち持分に見合

う額の合計額は、連結会社の当期純損益

及び利益剰余金等に与える影響が軽微

であり、かつ全体としても重要性がない

ので持分法を適用していない。

３　連結子会社の事業年度等

に関する事項

連結子会社のうち、富士機械製造（大連）

有限公司の決算日は12月31日である。連結

財務諸表の作成にあたり、連結決算日現在

で実施した仮決算に基づく財務諸表を使

用している。なお、その他の連結子会社の

事業年度の末日は連結決算日と合致して

いる。

連結子会社のうち、富士機械製造（大連）

有限公司及び富社（上海）商貿有限公司

の決算日は12月31日である。連結財務諸表

の作成にあたり、連結決算日現在で実施し

た仮決算に基づく財務諸表を使用してい

る。なお、その他の連結子会社の事業年度

の末日は連結決算日と合致している。

４　会計処理基準に関する事

項

　 　

(1) 重要な資産の評価基準及

び評価方法

　

　

有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

連結会計年度末日の市場価格等に

基づく時価法（評価差額は全部純

資産直入法により処理し、売却原価

は移動平均法により算定してい

る。）

有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

連結会計年度末日の市場価格等に

基づく時価法（評価差額は全部純

資産直入法により処理し、売却原価

は移動平均法により算定してい

る。）

　

　

時価のないもの

移動平均法による原価法

時価のないもの

移動平均法による原価法

　

　

たな卸資産

主として総平均法及び最終仕入原価法

による原価法

たな卸資産

主として総平均法及び最終仕入原価法

による原価法
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項目
前連結会計年度

(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

(2) 重要な減価償却資産の減

価償却の方法

有形固定資産

主として定率法

ただし、平成10年４月１日以降取得した

建物（建物附属設備を除く）について

は、定額法を採用している。

なお、耐用年数及び残存価額について

は、法人税法に規定する方法と同一の基

準によっている。

有形固定資産

主として定率法

ただし、平成10年４月１日以降取得した

建物（建物附属設備を除く）について

は、定額法を採用している。

なお、耐用年数及び残存価額について

は、法人税法に規定する方法と同一の基

準によっている。

（会計方針の変更）

当社及び国内連結子会社は、法人税法の

改正に伴い、当連結会計年度から、平成

19年４月１日以降に取得した有形固定

資産について、改正後の法人税法に基づ

く減価償却の方法に変更している。

これに伴い、前連結会計年度と同一の方

法によった場合と比べ、営業利益、経常

利益、税金等調整前当期純利益が、それ

ぞれ50百万円減少している。なお、セグ

メント情報に与える影響は、当該箇所に

記載している。

（追加情報）

当社及び国内連結子会社は、法人税法の

改正に伴い、当連結会計年度から、平成

19年３月31日以前に取得した有形固定

資産について、償却可能限度額まで償却

が終了した翌連結会計年度から５年間

で均等償却する方法によっている。

これに伴い、前連結会計年度と同一の方

法によった場合と比べ、営業利益、経常

利益、税金等調整前当期純利益が、それ

ぞれ65百万円減少している。なお、セグ

メント情報に与える影響は、当該箇所に

記載している。

　

　

無形固定資産

定額法

ただし、ソフトウェアについては市場販

売用は見込有効期間、自社利用は見込利

用可能期間による定額法を採用してい

る。

無形固定資産

定額法

ただし、ソフトウェアについては市場販

売用は見込有効期間、自社利用は見込利

用可能期間による定額法を採用してい

る。
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項目
前連結会計年度

(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

(3) 重要な引当金の計上基準 貸倒引当金

連結会計年度末に有する債権の貸倒れ

による損失に備えるため、一般債権につ

いて貸倒実績率により、貸倒懸念債権等

特定の債権については、個別に回収可能

性を勘案し、回収不能見込額を計上する

こととしている。

貸倒引当金

連結会計年度末に有する債権の貸倒れ

による損失に備えるため、一般債権につ

いて貸倒実績率により、貸倒懸念債権等

特定の債権については、個別に回収可能

性を勘案し、回収不能見込額を計上する

こととしている。

　

　

製品保証引当金

製品の保証期間に発生する当社の瑕疵

による費用の支出に備えるため、過去の

実績額を基礎として経験率を算定し、こ

れを売上高に乗じた額を計上すること

としている。

製品保証引当金

製品の保証期間に発生する当社の瑕疵

による費用の支出に備えるため、過去の

実績額を基礎として経験率を算定し、こ

れを売上高に乗じた額を計上すること

としている。

　

　

退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、連結会

計年度末における退職給付債務及び年

金資産の見込額に基づき計上すること

としている。数理計算上の差異について

は、発生の翌連結会計年度に一括費用処

理することとしている。

退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、連結会

計年度末における退職給付債務及び年

金資産の見込額に基づき計上すること

としている。数理計算上の差異について

は、発生の翌連結会計年度に一括費用処

理することとしている。

(4) 重要なヘッジ会計の方法 ヘッジ会計の方法

金利スワップについては、特例処理の要

件を満たしているため特例処理を採用

している。

ヘッジ会計の方法

金利スワップについては、特例処理の要

件を満たしているため特例処理を採用

している。

　

　

　

ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段　　金利スワップ

ヘッジ対象　　借入金

ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段　　金利スワップ

ヘッジ対象　　借入金

　

　

ヘッジ方針

金利変動リスクの低減のために行って

いる。

ヘッジ方針

金利変動リスクの低減のために行って

いる。

　

　

ヘッジの有効性評価の方法

金利スワップの特例処理の要件を満た

しているため、決算日における有効性の

判定を省略している。

ヘッジの有効性評価の方法

金利スワップの特例処理の要件を満た

しているため、決算日における有効性の

判定を省略している。

(5) その他連結財務諸表作成

のための重要な事項　

　消費税等の会計処理

 

 

税抜方式を採用している。 

 

 

税抜方式を採用している。

５　連結子会社の資産及び負

債の評価に関する事項

連結子会社の資産及び負債の評価方法は、

全面時価評価法によっている。

連結子会社の資産及び負債の評価方法は、

全面時価評価法によっている。

６　連結キャッシュ・フロー

計算書における資金の範

囲

資金（現金及び現金同等物）は、手許現

金、要求払預金及び取得日から３ヶ月以内

に満期日の到来する流動性の高い、容易に

換金可能であり、かつ、価値の変動につい

て僅少なリスクしか負わない短期的投資

からなっている。

資金（現金及び現金同等物）は、手許現

金、要求払預金及び取得日から３ヶ月以内

に満期日の到来する流動性の高い、容易に

換金可能であり、かつ、価値の変動につい

て僅少なリスクしか負わない短期的投資

からなっている。
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前連結会計年度
(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

(貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準)

　当連結会計年度から「貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準」（企業会計基準第５号　平成17年12月９

日）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計

基準等の適用指針」（企業会計基準適用指針第８号　平成

17年12月９日）を適用している。

　これまでの資本の部の合計に相当する金額は、96,077百万

円である。

　なお、当連結会計年度における連結貸借対照表の純資産

の部については、連結財務諸表規則の改正に伴い、改正後

の連結財務諸表規則により作成している。 

―――――――

　　　表示方法の変更

前連結会計年度
(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

　　　　　　　　　――――――― (連結貸借対照表)

　連結財務諸表規則ガイドラインの改正により、内国法人

の発行する譲渡性預金を有価証券として表示する方法に

変更した。なお、当該出資の額は、前連結会計年度では「現

金及び預金」に1,000百万円、当連結会計年度では「有価証

券」に10,000百万円を含めて表示している。

(連結損益計算書)

１　前連結会計年度まで独立科目で掲記していた「賃貸

料」は、営業外収益総額の100分の10以下であるので、当

連結会計年度では「雑収入」に含めて表示している。な

お、当連結会計年度の「賃貸料」の金額は41百万円であ

る。

２　前連結会計年度まで独立科目で掲記していた「支払手

数料」は、営業外費用総額の100分の10以下であるので、

当連結会計年度では「雑支出」に含めて表示している。

なお、当連結会計年度の「支払手数料」の金額は78百万

円である。
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注記事項

（連結貸借対照表関係）

注記
番号

前連結会計年度
（平成19年３月31日）

注記
番号

当連結会計年度
（平成20年３月31日）

※１ 連結会計年度末日満期手形の会計処理は、手形交換

日をもって決済処理をしている。従って当連結会計

年度末日は金融機関の休日のため、連結会計年度末

日満期手形が以下の科目に含まれている。 

受取手形 557百万円

※１   ――――――― 

 

 

※２ 減損損失累計額が減価償却累計額に含まれている。

 

※２  ―――――――

※３ このうち関連会社出資金151百万円が含まれてい

る。

※３ このうち関連会社出資金151百万円が含まれてい

る。

（連結損益計算書関係）

注記
番号

前連結会計年度
(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

注記
番号

当連結会計年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目は次のと

おりである。

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目は次のと

おりである。

　 製品保証引当金繰入額 1,165百万円

従業員給料手当 3,870百万円

減価償却費 2,640百万円

研究開発費 4,154百万円

　 製品保証引当金繰入額     579百万円

従業員給料手当      4,041百万円

研究開発費     4,338百万円

※２ 研究開発費は、すべて販売費及び一般管理費に含ま

れており、その金額は4,154百万円である。

※２ 研究開発費は、すべて販売費及び一般管理費に含ま

れており、その金額は4,338百万円である。

※３

　

固定資産処分損益の内訳は次のとおりである。

固定資産処分益

※３

　

固定資産処分損益の内訳は次のとおりである。

固定資産処分益

　 機械装置及び運搬具他(売却) 61百万円 　 機械装置及び運搬具他(売却)   93百万円

　 固定資産処分損 　 固定資産処分損

　 建物及び構築物(廃却) 19百万円

機械装置及び運搬具他(廃却) 95百万円

機械装置及び運搬具他(売却) 50百万円

工具器具及び備品(廃却) 68百万円

計 233百万円

　 建物及び構築物(廃却)   62百万円

機械装置及び運搬具(廃却)  310百万円

機械装置及び運搬具他(売却) 8百万円

工具器具及び備品(廃却)   24百万円

ソフトウェア(廃却)   31百万円

計  436百万円

※４ 当グループは、経営改革推進の一環として、役員退

職慰労金制度を前連結会計年度に係る定時株主総

会の終結の時をもって廃止した。これに伴い、重任

の取締役、在任中の監査役に対し、当グループにお

ける一定の基準に従い役員退職慰労金を打ち切り

支給することとした。なお、その支給の時期は取締

役又は監査役を退任するときとした。

※４  ――――――― 
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（連結株主資本等変動計算書関係）

前連結会計年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

１　発行済株式の種類及び総数ならびに自己株式の種類及び株式数に関する事項

　
前連結会計年度末
株式数(千株)

当連結会計年度
増加株式数(千株)

当連結会計年度
減少株式数(千株)

当連結会計年度末
株式数(千株)

発行済株式     

普通株式 48,911 ― ― 48,911

合計 48,911 ― ― 48,911

自己株式     

普通株式(注) 17 3 ― 20

合計 17 3 ― 20

（注）　株式数の増加３千株は、単元未満株式の買取りによる増加である。

２　新株予約権等に関する事項

　該当事項はない。

３　配当に関する事項

(1）配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額

(百万円)
１株当たり配当額

(円) 基準日 効力発生日

平成18年６月29日

定時株主総会
普通株式 488 10.00 平成18年３月31日 平成18年６月30日

平成18年11月16日

取締役会
普通株式 611 12.50 平成18年９月30日 平成18年12月８日

(2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

決議 株式の種類
配当金の総額

(百万円) 配当の原資
１株当たり
配当額(円) 基準日 効力発生日

平成19年６月28日

定時株主総会
普通株式 611 利益剰余金 12.50 平成19年３月31日 平成19年６月29日

当連結会計年度（自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日）

１　発行済株式の種類及び総数ならびに自己株式の種類及び株式数に関する事項

　
前連結会計年度末
株式数(千株)

当連結会計年度
増加株式数(千株)

当連結会計年度
減少株式数(千株)

当連結会計年度末
株式数(千株)

発行済株式     

普通株式 48,911 ― ― 48,911

合計 48,911 ― ― 48,911

自己株式     

普通株式(注) 20 2 ― 23

合計 20 2 ― 23

（注）　株式数の増加２千株は、単元未満株式の買取りによる増加である。

２　新株予約権等に関する事項

　該当事項はない。

３　配当に関する事項

(1）配当金支払額
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決議 株式の種類
配当金の総額

(百万円)
１株当たり配当額

(円) 基準日 効力発生日

平成19年６月28日

定時株主総会
普通株式 611 12.50 平成19年３月31日 平成19年６月29日

平成19年11月14日

取締役会
普通株式 977 20.00 平成19年９月30日 平成19年12月10日

(2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

決議 株式の種類
配当金の総額

(百万円) 配当の原資
１株当たり
配当額(円) 基準日 効力発生日

平成20年６月27日

定時株主総会
普通株式 977 利益剰余金 20.00 平成20年３月31日 平成20年６月30日

（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前連結会計年度
(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

※　現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲

記されている科目の金額との関係

※　現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲

記されている科目の金額との関係

現金及び預金勘定 32,700百万円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △454百万円

現金及び現金同等物の期末残高 32,245百万円

現金及び預金勘定 33,964百万円

有価証券勘定（譲渡性預金） 10,000百万円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △707百万円

現金及び現金同等物の期末残高 43,256百万円
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（有価証券関係）

１　その他有価証券で時価のあるもの

区分

前連結会計年度
(平成19年３月31日)

当連結会計年度
(平成20年３月31日)

取得原価
(百万円)

連結貸借対
照表計上額

(百万円)

差額
(百万円)

取得原価
(百万円)

連結貸借対
照表計上額

(百万円)

差額
(百万円)

連結貸借対照表計上額が

取得原価を超えるもの
      

株式 4,347 11,423 7,076 5,759 8,863 3,103

債券 ― ― ― ― ― ―

その他 211 335 123 211 246 35

小計 4,559 11,758 7,199 5,971 9,110 3,138

連結貸借対照表計上額が

取得原価を超えないもの
      

株式 1,943 1,866 △76 4,722 3,550 △1,171

債券 ― ― ― ― ― ―

その他 ― ― ― ― ― ―

小計 1,943 1,866 △76 4,722 3,550 △1,171

合計 6,502 13,625 7,123 10,693 12,661 1,967

（注）　表中の「取得原価」は減損処理後の帳簿価格である。なお、当連結会計年度において減損処理を行い、241百万

円の投資有価証券評価損を計上している。また、減損処理にあたっては、個々の銘柄の有価証券の時価が取得

原価に比べて30％以上下落した場合は回復可能性の判定の対象とし、減損の要否を判定している。

２　当連結会計年度中に売却したその他有価証券

区分
前連結会計年度

(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

売却額(百万円) 12 ―

売却益の合計額(百万円) 2 ―

３　時価評価されていない有価証券

区分

前連結会計年度
(平成19年３月31日)

当連結会計年度
(平成20年３月31日)

連結貸借対照表計上額
(百万円)

連結貸借対照表計上額
(百万円)

その他有価証券   

非上場株式 75 72

国内譲渡性預金 ― 10,000

合計 75 10,072

　　　　４　その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の連結決算日後における償還予定額

 
      １年以内
　   （百万円）

１年超５年以内
     （百万円）

５年超10年以内
（百万円）

10年超
（百万円）

国内譲渡性預金 10,000 ― ― ―

合計 10,000 ― ― ―

（デリバティブ取引関係）
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１　取引の状況に関する事項

前連結会計年度
(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

①　取引の内容及び利用目的等

　金利変動リスクの低減のために、金利スワップ取引を

行っている。

　なお、デリバティブ取引を利用してヘッジ会計を行っ

ている。

①　取引の内容及び利用目的等

　金利変動リスクの低減のために、金利スワップ取引を

行っている。

　なお、デリバティブ取引を利用してヘッジ会計を行っ

ている。

(1）ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段　金利スワップ

ヘッジ対象　借入金

(1）ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段　金利スワップ

ヘッジ対象　借入金

(2）ヘッジ方針

　金利変動リスクの低減のために行っている。

(2）ヘッジ方針

　金利変動リスクの低減のために行っている。

(3）ヘッジの有効性評価の方法

　金利スワップの特例処理の要件を満たしているた

め、決算日における有効性の判定を省略している。

(3）ヘッジの有効性評価の方法

　金利スワップの特例処理の要件を満たしているた

め、決算日における有効性の判定を省略している。

②　取引に関する取組方針

　デリバティブ取引に対する取組方針としては、金融債

権債務残高の範囲内での金利ヘッジ目的の取引に限定

している。

②　取引に関する取組方針

　デリバティブ取引に対する取組方針としては、金融債

権債務残高の範囲内での金利ヘッジ目的の取引に限定

している。

③　取引に係るリスクの内容

　金利スワップ取引は、将来の金利変動によるリスクを

有している。また、取引の相手方は格付の高い金融機関

を選別しており、相手方の契約不履行によるいわゆる信

用リスクは予測していない。

③　取引に係るリスクの内容

　金利スワップ取引は、将来の金利変動によるリスクを

有している。また、取引の相手方は格付の高い金融機関

を選別しており、相手方の契約不履行によるいわゆる信

用リスクは予測していない。

④　取引に係るリスク管理体制

　デリバティブ取引の管理体制については、関連業務諸

規程に則って取引を執行・管理することとなっており、

取締役会の承認を受けた後、財務部にて執行されてい

る。財務部内では取引のポジション、評価損益状況等を

常時把握しており、財務担当役員に月次報告されるほ

か、取締役会に取引残高、評価損益、リスク量に関する報

告を定期的に行っている。

④　取引に係るリスク管理体制

　デリバティブ取引の管理体制については、関連業務諸

規程に則って取引を執行・管理することとなっており、

取締役会の承認を受けた後、財務部にて執行されてい

る。財務部内では取引のポジション、評価損益状況等を

常時把握しており、財務担当役員に月次報告されるほ

か、取締役会に取引残高、評価損益、リスク量に関する報

告を定期的に行っている。

２　取引の時価等に関する事項

前連結会計年度（平成19年３月31日現在）

　該当事項はない。

　なお、金利スワップ取引を行っているが、ヘッジ会計を適用しているので、注記の対象から除いている。

当連結会計年度（平成20年３月31日現在）

　該当事項はない。

　なお、金利スワップ取引を行っているが、ヘッジ会計を適用しているので、注記の対象から除いている。
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（退職給付関係）

１　採用している退職給付制度の概要

　当社は適格退職年金制度と厚生年金基金制度を設けている。また、一部国内連結子会社は中小企業退職金共

済制度を、一部海外連結子会社は確定拠出型年金制度を設けている。

　なお、要拠出額を退職給付費用として処理している複数事業主制度に関する事項は次のとおりである。

　(1) 制度全体の積立状況に関する事項（平成19年３月31日現在）

年金資産の額 132,459百万円

年金財政計算上の給付債務の額 139,971百万円

差引額 △7,512百万円

　

(2) 制度全体に占める当社の掛金拠出割合（自　昭和46年１月１日　至　平成19年３月31日）

　　　　　　   　6.0％

　

　        (3) 補足説明

    上記(1)の差引額の主な要因は、年金財政計算上の過去勤務債務残高34,122百万円である。本制度における

過去勤務債務の償却方法は期間20年の元利均等償却である。

　  なお、上記(2)の割合は当社の実際の負担割合とは一致しない。　

　

　

　２　退職給付債務に関する事項

　
前連結会計年度

(平成19年３月31日)(百万円)
当連結会計年度

(平成20年３月31日)(百万円)

①　退職給付債務 △7,648 △7,617

②　年金資産 7,706 6,250

③　未積立退職給付債務(①＋②) 58 △1,366

④　未認識数理計算上の差異 △155 1,444

⑤　連結貸借対照表上純額(③＋④) △97 77

⑥　前払年金費用 － 113

⑦　退職給付引当金(⑤－⑥) △97 △36

（注）１　一部の連結子会社は、退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用している。

２　前払年金費用は「投資その他の資産」の「その他」に含めて表示している。

３　退職給付費用に関する事項

　

前連結会計年度
(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

(百万円)

当連結会計年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

(百万円)

①　勤務費用 452 496

②　利息費用 184 189

③　期待運用収益 △196 △214

④　数理計算上の差異の費用処理額 △747 △155

⑤　総合設立型の厚生年金基金への支払額 － 405

⑥　退職給付費用（①＋②＋③＋④＋⑤） △306 722

（注）　簡便法を採用している連結子会社の退職給付費用は「勤務費用」に計上している。
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４　退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

　
前連結会計年度

(平成19年３月31日)
当連結会計年度

(平成20年３月31日)

①　退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準 期間定額基準

②　割引率 2.5％ 2.5％

③　期待運用収益率 2.8％ 2.8％

④　数理計算上の差異の処理年数 翌連結会計年度に一括費用処理 翌連結会計年度に一括費用処理

（追加情報）

　当連結会計年度から、「『退職給付に係る会計基準』の一部改正（その２）」（企業会計基準第14号　平成19

年５月15日）を適用している。

EDINET提出書類

富士機械製造株式会社(E01495)

有価証券報告書

49/85



（税効果会計関係）

前連結会計年度
(平成19年３月31日)

当連結会計年度
(平成20年３月31日)

１　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

１　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

(繰延税金資産)  

未払費用 806百万円

製品保証引当金 760百万円

繰延資産償却超過額 743百万円

たな卸資産評価損 445百万円

たな卸資産未実現利益 429百万円

未払事業税 420百万円

貸倒引当金 201百万円

投資有価証券評価損 195百万円

役員退職慰労金 156百万円

その他 185百万円

繰延税金資産小計 4,346百万円

評価性引当額 △347百万円

繰延税金資産合計 3,999百万円

(繰延税金負債)  

その他有価証券評価差額金 △2,752百万円

債権債務消去に伴う貸倒引当金の

取崩し
△0百万円

繰延税金負債合計 △2,753百万円

繰延税金資産の純額 1,245百万円

(繰延税金資産)  

繰延資産償却超過額    1,114百万円

未払費用    839百万円

製品保証引当金    769百万円

たな卸資産評価損    613百万円

たな卸資産未実現利益    468百万円

未払事業税   431百万円

投資有価証券評価損   293百万円

役員退職慰労金    98百万円

その他    160百万円

繰延税金資産小計      4,789百万円

評価性引当額     △374百万円

繰延税金資産合計      4,414百万円

(繰延税金負債)  

その他有価証券評価差額金   △719百万円

前払年金費用 △46百万円

債権債務消去に伴う貸倒引当金の

取崩し
  △1百万円

繰延税金負債合計      △766百万円

繰延税金資産の純額      3,648百万円

２　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異の原因となった主な項目別の内訳

２　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異の原因となった主な項目別の内訳

法定実効税率 40.6％

(調整)  

交際費等永久に損金に算入されな

い項目
0.1％

受取配当金等永久に益金に算入さ

れない項目
△0.1％

住民税均等割等 0.1％

評価性引当額 0.1％

未実現利益税効果未認識額 △1.9％

税額控除 △1.0％

その他 △0.8％

税効果会計適用後の法人税等の負

担率
37.1％

法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間の差異が法定実効税率の100分の５以下であ

るので注記を省略している。
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（セグメント情報）

【事業の種類別セグメント情報】

前連結会計年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

　
電子部品
組立機事業

(百万円)

工作機械
事業

(百万円)

液晶関連
事業

(百万円)

その他の
事業

(百万円)

計
(百万円)

消去又は
全社

(百万円)

連結
(百万円)

Ⅰ　売上高及び営業損益        

売上高        

(1) 外部顧客に

対する売上高
78,442 18,708 3,483 1,257 101,892 ― 101,892

(2) セグメント間の内部

売上高又は振替高
0 ― ― 1,510 1,510 (1,510) ―

計 78,443 18,708 3,483 2,768 103,403 (1,510) 101,892

営業費用 60,097 17,258 3,385 2,523 83,265 209 83,475

営業利益 18,345 1,449 97 244 20,137 (1,720) 18,417

Ⅱ　資産、減価償却費及び資

本的支出
       

資産 72,733 21,135 3,661 2,127 99,658 30,823 130,481

減価償却費 3,073 413 449 80 4,017 82 4,099

資本的支出 1,915 584 60 167 2,729 72 2,801

　（注）１　事業区分は、製品の種類・性質によっている。

２　各事業の主な製品

(1）電子部品組立機事業　　電子部品自動装着機

(2）工作機械事業　　　　　自動旋盤、専用機

(3）液晶関連事業　　　　　液晶関連製造装置

(4）その他の事業　　　　　制御機器、電子基板受託生産、ソフトウェア開発

３  「営業費用」のうち「消去又は全社」の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は、1,720百万円であり、その

主なものは親会社の技術研究費及び管理部門に係る費用である。

４　「資産」のうち「消去又は全社」の項目に含めた全社資産の金額は、30,838百万円であり、その主なものは親

会社での余資運用資金（現金預金）、長期投資資金（投資有価証券）、技術研究及び管理部門に係る資産等

である。

当連結会計年度（自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日）

　
電子部品
組立機事業

(百万円)

工作機械事業
(百万円)

その他の事業
(百万円)

計
(百万円)

消去又は全社
(百万円)

連結
(百万円)

Ⅰ　売上高及び営業損益       

売上高       

(1) 外部顧客に

対する売上高
88,120 17,559 985 106,665 － 106,665

(2) セグメント間の内部

売上高又は振替高
0 － 1,537 1,538 (1,538) －

計 88,121 17,559 2,523 108,204 (1,538) 106,665

営業費用 64,007 18,063 2,354 84,425 322 84,748

営業利益又は営業損失

(△)
24,114 △504 168 23,778 (1,861) 21,917

Ⅱ　資産、減価償却費及び資

本的支出
      

資産 74,718 20,374 2,144 97,237 37,158 134,396
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電子部品
組立機事業

(百万円)

工作機械事業
(百万円)

その他の事業
(百万円)

計
(百万円)

消去又は全社
(百万円)

連結
(百万円)

減価償却費 2,496 455 79 3,031 101 3,132

資本的支出 1,686 762 60 2,510 127 2,637

　（注）１　事業区分は、製品の種類・性質によっている。

２　各事業の主な製品

(1）電子部品組立機事業　　電子部品自動装着機

(2）工作機械事業　　　　　自動旋盤、専用機

(3）その他の事業　　　　　制御機器、電子基板受託生産、ソフトウェア開発

３　「営業費用」のうち「消去又は全社」の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は、1,861百万円であり、その主

なものは親会社の技術研究費及び管理部門に係る費用である。

４　「資産」のうち「消去又は全社」の項目に含めた全社資産の金額は、37,174百万円であり、その主なものは親

会社での余資運用資金（現金預金）、長期投資資金（投資有価証券）、技術研究及び管理部門に係る資産等

である。

５　従来、液晶関連製造装置は液晶関連事業として表示していたが、当該事業の売上割合が減少しており今後もこ

の傾向が見込まれるため、当連結会計年度から液晶関連事業を電子部品組立機事業に含めることとした。

なお、当連結会計年度の液晶関連事業の「売上高」は1,549百万円、「営業費用」は1,386百万円、「営業利

益」は163百万円、「資産」は1,747百万円、「減価償却費」は188百万円、「資本的支出」は６百万円である。

６　「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項　４　会計処理基準に関する事項　(2)　重要な減価償却資産

の減価償却の方法（会計方針の変更）」に記載のとおり、当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴

い、当連結会計年度から、平成19年４月１日以降に取得した有形固定資産について、改正後の法人税法に基づ

く減価償却の方法に変更している。この結果、従来の方法に比べ、営業費用は「電子部品組立機事業」31百万

円、「工作機械事業」13百万円、「その他の事業」１百万円、「消去又は全社」４百万円それぞれ増加し、営

業利益がそれぞれ同額減少している。

また、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項　４　会計処理基準に関する事項　(2)　重要な減価償

却資産の減価償却の方法（追加情報）」に記載のとおり、当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴

い、当連結会計年度から、平成19年３月31日以前に取得した有形固定資産について、償却可能限度額まで償却

が終了した翌連結会計年度から５年間で均等償却する方法によっている。この結果、従来の方法に比べ、営業

費用は「電子部品組立機事業」31百万円、「工作機械事業」30百万円、「その他の事業」１百万円、「消去又

は全社」２百万円それぞれ増加し、営業利益がそれぞれ同額減少している。
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【所在地別セグメント情報】

前連結会計年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

　
日本

(百万円)
北アメリカ

(百万円)
ヨーロッパ

(百万円)
アジア

(百万円)
計

(百万円)

消去又は
全社

(百万円)

連結
(百万円)

Ⅰ　売上高及び営業損益        

売上高        

(1) 外部顧客に

対する売上高
82,134 10,799 8,783 175 101,892 ― 101,892

(2) セグメント間の内部

売上高又は振替高
14,071 80 44 8 14,205 (14,205) ―

計 96,205 10,879 8,828 184 116,097 (14,205) 101,892

営業費用 77,020 10,450 8,226 207 95,905 (12,430) 83,475

営業利益又は営業損失

(△)
19,184 429 601 △23 20,192 (1,774) 18,417

Ⅱ　資産 83,962 16,175 3,040 145 103,324 27,157 130,481

　（注）１　国又は地域の区分は、地理的近接度によっている。

２　各区分に属する主な国又は地域

(1）北アメリカ：アメリカ

(2）ヨーロッパ：ドイツ

(3）アジア：中国

３　「営業費用」のうち「消去又は全社」の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は、1,720百万円であり、その主

なものは親会社の技術研究費及び管理部門に係る費用である。

４　「資産」のうち「消去又は全社」の項目に含めた全社資産の金額は、30,838百万円であり、その主なものは親

会社での余資運用資金（現金預金）、長期投資資金（投資有価証券）、技術研究及び管理部門に係る資産等

である。

当連結会計年度（自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日）

　
日本

(百万円)
北アメリカ

(百万円)
ヨーロッパ

(百万円)
アジア

(百万円)
計

(百万円)

消去又は
全社

(百万円)

連結
(百万円)

Ⅰ　売上高及び営業損益        

売上高        

(1) 外部顧客に

対する売上高
82,886 16,512 7,217 49 106,665 － 106,665

(2) セグメント間の内部

売上高又は振替高
17,791 42 100 5 17,939 (17,939) －

計 100,677 16,555 7,317 55 124,605 (17,939) 106,665

営業費用 78,345 15,753 6,587 67 100,754 (16,006) 84,748

営業利益又は営業損失

(△)
22,331 801 729 △12 23,850 (1,933) 21,917

Ⅱ　資産 81,762 16,042 3,789 114 101,708 32,688 134,396

　（注）１　国又は地域の区分は、地理的近接度によっている。

２　各区分に属する主な国又は地域

(1）北アメリカ：アメリカ

(2）ヨーロッパ：ドイツ

(3）アジア：中国

３　「営業費用」のうち「消去又は全社」の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は、1,861百万円であり、その主

なものは親会社の技術研究費及び管理部門に係る費用である。

４　「資産」のうち「消去又は全社」の項目に含めた全社資産の金額は、37,174百万円であり、その主なものは親

会社での余資運用資金（現金預金）、長期投資資金（投資有価証券）、技術研究及び管理部門に係る資産等
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である。

５　「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項　４　会計処理基準に関する事項　(2)　重要な減価償却資産

の減価償却の方法（会計方針の変更）」に記載のとおり、当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴

い、当連結会計年度から、平成19年４月１日以降に取得した有形固定資産について、改正後の法人税法に基づ

く減価償却の方法に変更している。この結果、従来の方法に比べ、営業費用は「日本」45百万円、「消去又は

全社」４百万円それぞれ増加し、営業利益がそれぞれ同額減少している。

また、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項　４　会計処理基準に関する事項　(2)　重要な減価償

却資産の減価償却の方法（追加情報）」に記載のとおり、当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴

い、当連結会計年度から、平成19年３月31日以前に取得した有形固定資産について、償却可能限度額まで償却

が終了した翌連結会計年度から５年間で均等償却する方法によっている。この結果、従来の方法に比べ、営業

費用は「日本」63百万円、「消去又は全社」２百万円それぞれ増加し、営業利益がそれぞれ同額減少してい

る。
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【海外売上高】

前連結会計年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

　 北アメリカ ヨーロッパ アジア その他の地域 計

Ⅰ　海外売上高(百万円) 11,254 13,651 54,041 1,698 80,645

Ⅱ　連結売上高(百万円)     101,892

Ⅲ　連結売上高に占める

海外売上高の割合(％)
11.0 13.4 53.0 1.7 79.1

　（注）１　国又は地域の区分は、地理的近接度によっている。

２　各区分に属する主な国又は地域

(1）北アメリカ：アメリカ・メキシコ等

(2）ヨーロッパ：ドイツ・ハンガリー等

(3）アジア：中国・インド等

(4）その他の地域：ブラジル等

３　海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高である。

当連結会計年度（自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日）

　 北アメリカ ヨーロッパ アジア その他の地域 計

Ⅰ　海外売上高(百万円) 16,139 11,776 54,909 5,041 87,865

Ⅱ　連結売上高(百万円)     106,665

Ⅲ　連結売上高に占める

海外売上高の割合(％)
15.1 11.1 51.5 4.7 82.4

　（注）１　国又は地域の区分は、地理的近接度によっている。

２　各区分に属する主な国又は地域

(1）北アメリカ：アメリカ・カナダ等

(2）ヨーロッパ：ポーランド・ドイツ等

(3）アジア：中国・台湾等

(4）その他の地域：ブラジル等

３　海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高である。
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【関連当事者との取引】

前連結会計年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

　該当事項はない。

当連結会計年度（自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日）

　該当事項はない。

（１株当たり情報）

項目
前連結会計年度

(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

１株当たり純資産額 1,965円13銭      2,088円56銭

１株当たり当期純利益金額 234円55銭    264円96銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利

益金額

潜在株式がないため記載をしていな

い。

潜在株式がないため記載をしていな

い。
　 　 　
１株当たり当期純利益金額の算定上

の基礎

連結損益計算書上の当期純利益金額

11,467百万円

普通株式に係る当期純利益金額

11,467百万円

普通株主に帰属しない金額の主要な内

訳

該当事項はない。

普通株式の期中平均株式数

48,892,554株

連結損益計算書上の当期純利益金額

      12,953百万円

普通株式に係る当期純利益金額

      12,953百万円

普通株主に帰属しない金額の主要な内

訳

該当事項はない。

普通株式の期中平均株式数

          48,889,509株
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⑤【連結附属明細表】

【社債明細表】

会社名 銘柄 発行年月日
前期末残高

(百万円)
当期末残高

(百万円)
利率
(％) 担保 償還期限

富士機械製造株式会社 第９回無担保社債
平成17年

12月30日
5,000 5,000 1.415 無担保社債

平成22年

12月30日

合計 ― ― 5,000 5,000 ― ― ―

　（注）　連結決算日後５年内における１年ごとの償還予定額の総額

１年以内
(百万円)

１年超２年以内
(百万円)

２年超３年以内
(百万円)

３年超４年以内
(百万円)

４年超５年以内
(百万円)

― ― 5,000 ― ―

【借入金等明細表】

区分
前期末残高

(百万円)
当期末残高

(百万円)
平均利率

(％) 返済期限

短期借入金 ― ― ― ―

１年以内に返済予定の長期借入金 2,114 5,114 1.3 ―

１年以内に返済予定のリース債務 ― ― ― ―

長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。) 8,114 3,000 1.2
平成21年８月～

平成22年２月

リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。) ― ― ― ―

その他の有利子負債 ― ― ― ―

合計 10,228 8,114 ― ―

　（注）１　「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載している。

２　長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く。）の連結決算日後５年内における１年ごとの返済予定額の

総額

１年超２年以内
(百万円)

２年超３年以内
(百万円)

３年超４年以内
(百万円)

４年超５年以内
(百万円)

3,000 ― ― ―

当社は、運転資金の効率的な調達を行うため主要取引金融機関４行と特定融資枠契約を締結している。

特定融資枠契約の総額 15,500百万円　

当連結会計年度末残高 ―百万円　

当連結会計年度契約手数料 43百万円 （なお、当該金額は営業外費用の「雑支出」に含めて

表示している。）

（2）【その他】

①　連結会計年度終了後の状況

　特に記載すべき事項はない。

②　重要な訴訟事件等

　特に記載すべき事項はない。
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２【財務諸表等】

（1）【財務諸表】

①【貸借対照表】

　 　
前事業年度

(平成19年３月31日)
当事業年度

(平成20年３月31日)

区分
注記
番号

金額(百万円) 構成比
(％) 金額(百万円) 構成比

(％)

(資産の部) 　       

Ⅰ　流動資産 　       

１　現金及び預金 　  19,823   20,348  

２　受取手形 ※１  2,957   1,207  

３　売掛金 ※２　  23,251   23,807  

４　有価証券 　  ―   10,000  

５　製品 　  1,617   2,197  

６　原材料 　  16,692   14,759  

７　仕掛品 　  9,929   7,296  

８　貯蔵品 　  92   85  

９　前渡金 　  89   ―  

10　前払費用 　  39   83  

11　繰延税金資産 　  2,010   2,254  

12　未収金 　  1,871   1,582  

13　その他 　  19   26  

流動資産合計 　  78,395 71.0  83,648 73.2

Ⅱ　固定資産 　       

１　有形固定資産 　       

(1) 建物 　 13,997   14,157   

減価償却累計額 　 7,530 6,467  7,867 6,289  

(2) 構築物 　 1,140   1,170   

減価償却累計額 　 838 302  870 299  

(3) 機械及び装置 　 11,405   10,953   

減価償却累計額 　 8,008 3,396  8,013 2,939  

(4) 車輌及び運搬具 　 451   455   

減価償却累計額 　 330 121  345 110  

(5) 工具器具及び備品 　 4,994   5,094   

減価償却累計額 　 4,242 751  4,296 798  

(6) 土地 　  3,221   3,221  

(7) 建設仮勘定 　  5   411  

有形固定資産合計 　  14,265 12.9  14,071 12.3
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前事業年度

(平成19年３月31日)
当事業年度

(平成20年３月31日)

区分
注記
番号

金額(百万円) 構成比
(％) 金額(百万円) 構成比

(％)

２　無形固定資産 　       

(1) 借地権 　  5   5  

(2) ソフトウェア 　  2,391   1,514  

(3) 電話加入権 　  10   10  

(4) その他 　  2   1  

無形固定資産合計 　  2,410 2.2  1,532 1.4

３　投資その他の資産 　       

(1) 投資有価証券 　  13,600   12,648  

(2) 関係会社株式 　  1,115   1,115  

(3) 出資金 　  36   46  

(4) 関係会社出資金 　  311   402  

(5) 長期前払費用 　  251   98  

(6) 繰延税金資産 　  ―   463  

(7) その他 　  66   179  

投資その他の資産合
計

　  15,381 13.9  14,954 13.1

固定資産合計 　  32,057 29.0  30,557 26.8

資産合計 　  110,453 100.0  114,206 100.0

　 　       

(負債の部) 　       

Ⅰ　流動負債 　       

１　支払手形 　  9   26  

２　買掛金 　  3,227   4,406  

３　１年内に返済予定の長期
借入金

　  2,000   5,000  

４　未払金 　  602   942  

５　未払費用 　  2,503   2,677  

６　未払法人税等 　  5,091   5,410  

７　前受金 　  49   125  

８　預り金 　  1,767   734  

９　製品保証引当金 　  1,814   1,767  

10　設備購入支払手形 　  103   203  

流動負債合計 　  17,168 15.5  21,293 18.7
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前事業年度

(平成19年３月31日)
当事業年度

(平成20年３月31日)

区分
注記
番号

金額(百万円) 構成比
(％) 金額(百万円) 構成比

(％)

Ⅱ　固定負債 　       

１　社債 　  5,000   5,000  

２　長期借入金 　  8,000   3,000  

３　繰延税金負債 　  1,814   ―  

４　退職給付引当金 　  71   ―  

５　その他 　  15   15  

固定負債合計 　  14,901 13.5  8,015 7.0

負債合計 　  32,070 29.0  29,309 25.7

　 　       

(純資産の部) 　       

Ⅰ　株主資本 　       

１　資本金 　  5,878 5.3  5,878 5.1

２　資本剰余金 　       

(1) 資本準備金 　 5,413   5,413   

資本剰余金合計 　  5,413 4.9  5,413 4.7

３　利益剰余金 　       

(1) 利益準備金 　 1,450   1,450   

(2) その他利益剰余金 　       

別途積立金 　 46,950   55,600   

繰越利益剰余金 　 14,335   15,333   

利益剰余金合計 　  62,735 56.8  72,383 63.4

４　自己株式 　  △30 △0.0  △37 △0.0

株主資本合計 　  73,998 67.0  83,638 73.2

Ⅱ　評価・換算差額等 　       

１　その他有価証券評価差額
金

　  4,384 4.0  1,258 1.1

評価・換算差額等合計 　  4,384 4.0  1,258 1.1

純資産合計 　  78,383 71.0  84,896 74.3

負債純資産合計 　  110,453 100.0  114,206 100.0

　 　       

EDINET提出書類

富士機械製造株式会社(E01495)

有価証券報告書

60/85



②【損益計算書】

　 　
前事業年度

(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

当事業年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

区分
注記
番号

金額(百万円) 百分比
(％) 金額(百万円) 百分比

(％)

Ⅰ　売上高 　  95,242 100.0  99,531 100.0

Ⅱ　売上原価 　       

１　製品期首たな卸高 　 1,740   1,617   

２　当期製品製造原価 　 63,872   67,153   

合計 　 65,612   68,770   

３　製品期末たな卸高 　 1,617 63,995 67.2 2,197 66,573 66.9

売上総利益 　  31,247 32.8  32,958 33.1

Ⅲ　販売費及び一般管理費 　       

１　販売手数料 　 62   31   

２　荷造運賃 　 1,471   1,455   

３　広告宣伝費 　 197   183   

４　貸倒損失 　 ―   27   

５　販売諸掛 　 283   134   

６　製品保証引当金繰入額 　 1,064   538   

７　役員報酬 　 322   356   

８　従業員給料手当 　 2,420   2,543   

９　旅費交通費 　 332   371   

10　減価償却費 　 2,500   1,501   

11　研究開発費 ※１ 4,181   4,341   

12　その他 　 1,505 14,343 15.1 1,684 13,169 13.2

営業利益 　  16,903 17.7  19,789 19.9

Ⅳ　営業外収益 　       

１　受取利息 　 19   82   

２　有価証券利息 　 ―   58   

３　受取配当金 ※２ 180   159   

４　賃貸料 　 135   57   

５　為替差益 　 56   ―   

６　雑収入 　 79 473 0.5 40 398 0.4
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前事業年度

(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

当事業年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

区分
注記
番号

金額(百万円) 百分比
(％) 金額(百万円) 百分比

(％)

Ⅴ　営業外費用 　       

１　支払利息 　 119   98   

２　社債利息 　 70   70   

３　支払手数料 　 158   ―   

４　為替差損 　 ―   638   

５　雑支出 　 9 357 0.3 198 1,005 1.0

経常利益 　  17,019 17.9  19,181 19.3

Ⅵ　特別利益 　       

１　固定資産処分益 ※３ 61   56   

２　投資有価証券売却益 　 2   ―   

３　その他 　 2 65 0.0 ― 56 0.0

Ⅶ　特別損失 　       

１　固定資産処分損 ※３ 231   419   

２　投資有価証券評価損 　 ―   241   

３　役員退職慰労金 ※４ 379   ―   

４　その他 　 65 675 0.7 19 679 0.7

税引前当期純利益 　  16,409 17.2  18,558 18.6

法人税、住民税及び事業
税

　 5,000   7,810   

法人税等調整額 　 1,463 6,463 6.8 △487 7,322 7.3

当期純利益 　  9,946 10.4  11,236 11.3
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製造原価明細書

　 　
前事業年度

(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

当事業年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

区分
注記
番号

金額(百万円) 構成比
(％) 金額(百万円) 構成比

(％)

Ⅰ　材料費 ※１  55,651 78.8  52,846 77.3

Ⅱ　労務費 　  9,699 13.7  10,445 15.3

Ⅲ　経費 ※２  5,265 7.5  5,077 7.4

当期総製造費用 　  70,616 100.0  68,368 100.0

仕掛品期首たな卸高 　  7,576   9,929  

合計 　  78,192   78,298  

仕掛品期末たな卸高 　  9,929   7,296  

他勘定振替高 ※３  4,390   3,848  

当期製品製造原価 　  63,872   67,153  

　 　       

製造原価明細書脚注

注記
番号

前事業年度
(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

注記
番号

当事業年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

※１ 外注加工部品仕入高 36,185百万円 ※１ 外注加工部品仕入高 32,421百万円

※２ 経費のうち減価償却費 1,335百万円

委託作業費 850百万円

※２ 経費のうち減価償却費 1,403百万円

委託作業費 603百万円

※３ 他勘定振替高内訳 ※３ 他勘定振替高内訳

　
固定資産 955百万円

販売費及び一般管理費 3,409百万円

製造経費 5百万円

その他(作業屑売却額) 21百万円

　
固定資産  322百万円

販売費及び一般管理費 3,495百万円

製造経費  3百万円

その他(作業屑売却額)  27百万円

　 原価計算の方法 　 　

　 　総合原価計算を採用している。 　 　
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③【株主資本等変動計算書】

前事業年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

　

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己
株式

株主
資本
合計

資本
準備金

資本
剰余金
合計

利益
準備金

その他利益剰余金
利益
剰余金
合計

別途
積立金

繰越
利益
剰余金

平成18年３月31日残高
                       (百万円)

5,878 5,413 5,413 1,450 39,400 13,099 53,949 △22 65,219

事業年度中の変動額          

剰余金の配当(注)      △488 △488  △488

剰余金の配当      △611 △611  △611

役員賞与(注)      △60 △60  △60

別途積立金の積立(注)     7,550 △7,550 ―  ―

当期純利益      9,946 9,946  9,946

自己株式の取得        △7 △7

株主資本以外の項目の事業年度
中の変動額(純額)

         

事業年度中の変動額合計
                       (百万円)

― ― ― ― 7,550 1,236 8,786 △7 8,778

平成19年３月31日残高
                       (百万円)

5,878 5,413 5,413 1,450 46,950 14,335 62,735 △30 73,998

　

評価・換算差額等

純資産合計その他
有価証券
評価差額金

評価・換算
差額等合計

平成18年３月31日残高
                       (百万円)

5,276 5,276 70,496

事業年度中の変動額    

剰余金の配当(注)   △488

剰余金の配当   △611

役員賞与(注)   △60

別途積立金の積立(注)   ―

当期純利益   9,946

自己株式の取得   △7

株主資本以外の項目の事業年度
中の変動額(純額)

△891 △891 △891

事業年度中の変動額合計
                       (百万円)

△891 △891 7,886

平成19年３月31日残高
                       (百万円)

4,384 4,384 78,383

（注）　平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目である。

当事業年度（自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日）
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株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己
株式

株主
資本
合計

資本
準備金

資本
剰余金
合計

利益
準備金

その他利益剰余金
利益
剰余金
合計

別途
積立金

繰越
利益
剰余金

平成19年３月31日残高
                       (百万円)

5,878 5,413 5,413 1,450 46,950 14,335 62,735 △30 73,998

事業年度中の変動額          

剰余金の配当      △1,588 △1,588  △1,588

別途積立金の積立     8,650 △8,650 ―  ―

当期純利益      11,236 11,236  11,236

自己株式の取得        △6 △6

株主資本以外の項目の事業年度
中の変動額(純額)

         

事業年度中の変動額合計
                       (百万円)

― ― ― ― 8,650 997 9,647 △6 9,640

平成20年３月31日残高
                       (百万円)

5,878 5,413 5,413 1,450 55,600 15,333 72,383 △37 83,638

　

評価・換算差額等

純資産合計その他
有価証券
評価差額金

評価・換算
差額等合計

平成19年３月31日残高
                       (百万円)

4,384 4,384 78,383

事業年度中の変動額    

剰余金の配当   △1,588

別途積立金の積立   ―

当期純利益   11,236

自己株式の取得   △6

株主資本以外の項目の事業年度
中の変動額(純額)

△3,126 △3,126 △3,126

事業年度中の変動額合計
                       (百万円)

△3,126 △3,126 6,513

平成20年３月31日残高
                       (百万円)

1,258 1,258 84,896
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重要な会計方針

項目
前事業年度

(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

当事業年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

１　有価証券の評価基準及び

評価方法

子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法

子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法

　

　

　

その他有価証券

時価のあるもの

事業年度末日の市場価格等に基づく

時価法（評価差額は全部純資産直入

法により処理し、売却原価は移動平均

法により算定している。）

その他有価証券

時価のあるもの

事業年度末日の市場価格等に基づく

時価法（評価差額は全部純資産直入

法により処理し、売却原価は移動平均

法により算定している。）

　

　

時価のないもの

移動平均法による原価法

時価のないもの

移動平均法による原価法

２　たな卸資産の評価基準及

び評価方法

製品・仕掛品

総平均法による原価法

製品・仕掛品

総平均法による原価法

　

　

原材料・貯蔵品

最終仕入原価法による原価法

原材料・貯蔵品

最終仕入原価法による原価法

３　固定資産の減価償却の方

法

　

有形固定資産

定率法

ただし、平成10年４月１日以降取得した

建物（建物附属設備を除く）について

は、定額法を採用している。

なお、耐用年数及び残存価額について

は、法人税法に規定する方法と同一の基

準によっている。

　

　

　

　

有形固定資産

定率法

ただし、平成10年４月１日以降取得した

建物（建物附属設備を除く）について

は、定額法を採用している。

なお、耐用年数及び残存価額について

は、法人税法に規定する方法と同一の基

準によっている。

 (会計方針の変更)

法人税法の改正に伴い、当事業年度か

ら、平成19年４月１日以降に取得した有

形固定資産について、改正後の法人税法

に基づく減価償却の方法に変更してい

る。　

これに伴い、前事業年度と同一の方法に

よった場合と比べ、営業利益、経常利益、

税引前当期純利益が、それぞれ46百万円

減少している。　

 (追加情報)　

法人税法の改正に伴い、当事業年度か

ら、平成19年３月31日以前に取得した有

形固定資産について、償却可能限度額ま

で償却が終了した翌事業年度から５年

間で均等償却する方法によっている。

これに伴い、前事業年度と同一の方法に

よった場合と比べ、営業利益、経常利益、

税引前当期純利益が、それぞれ64百万円

減少している。

　

　

無形固定資産

定額法

ただし、ソフトウェアについては市場販

売用は見込有効期間、自社利用は見込利

用可能期間による定額法を採用してい

る。

無形固定資産

定額法

ただし、ソフトウェアについては市場販

売用は見込有効期間、自社利用は見込利

用可能期間による定額法を採用してい

る。
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項目
前事業年度

(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

当事業年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

　

　

長期前払費用

均等償却

なお、償却期間については、法人税法に

規定する方法と同一の基準によってい

る。

長期前払費用

均等償却

なお、償却期間については、法人税法に

規定する方法と同一の基準によってい

る。

４　引当金の計上基準 貸倒引当金

事業年度末に有する債権の貸倒れによ

る損失に備えるため、一般債権について

貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定

の債権については、個別に回収可能性を

勘案し、回収不能見込額を計上すること

としている。

貸倒引当金

事業年度末に有する債権の貸倒れによ

る損失に備えるため、一般債権について

貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定

の債権については、個別に回収可能性を

勘案し、回収不能見込額を計上すること

としている。

　

　

製品保証引当金

製品の保証期間に発生する当社の瑕疵

による費用の支出に備えるため、過去の

実績額を基礎として経験率を算定し、こ

れを売上高に乗じた額を計上すること

としている。

製品保証引当金

製品の保証期間に発生する当社の瑕疵

による費用の支出に備えるため、過去の

実績額を基礎として経験率を算定し、こ

れを売上高に乗じた額を計上すること

としている。

　

　

退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、事業年

度末における退職給付債務及び年金資

産の見込額に基づき計上することとし

ている。数理計算上の差異については、

発生の翌事業年度に一括費用処理する

こととしている。

退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、事業年

度末における退職給付債務及び年金資

産の見込額に基づき計上することとし

ている。数理計算上の差異については、

発生の翌事業年度に一括費用処理する

こととしている。

５　ヘッジ会計の方法

　

ヘッジ会計の方法

金利スワップについては、特例処理の要

件を満たしているため特例処理を採用

している。

ヘッジ会計の方法

金利スワップについては、特例処理の要

件を満たしているため特例処理を採用

している。

　

　

　

ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段　　金利スワップ

ヘッジ対象　　借入金

ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段　　金利スワップ

ヘッジ対象　　借入金

　

　

ヘッジ方針

金利変動リスクの低減のために行って

いる。

ヘッジ方針

金利変動リスクの低減のために行って

いる。

　

　

ヘッジの有効性評価の方法

金利スワップの特例処理の要件を満た

しているため、決算日における有効性の

判定を省略している。

ヘッジの有効性評価の方法

金利スワップの特例処理の要件を満た

しているため、決算日における有効性の

判定を省略している。

６　その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事

項

　 　

消費税等の会計処理 税抜方式を採用している。 税抜方式を採用している。
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会計処理方法の変更

前事業年度
(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

当事業年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

(貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準)

  当事業年度から「貸借対照表の純資産の部の表示に関

する会計基準」（企業会計基準第５号　平成17年12月９

日）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計

基準等の適用指針」（企業会計基準適用指針第８号　平成

17年12月９日）を適用している。

　これまでの資本の部の合計に相当する金額は、78,383百万

円である。

　なお、当事業年度における貸借対照表の純資産の部につ

いては、財務諸表等規則の改正に伴い、改正後の財務諸表

等規則により作成している。

　　　　　　　　　　―――――――

　

      表示方法の変更

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

　　　　　　　　　 ―――――――　

　

(貸借対照表)

  財務諸表等規則ガイドラインの改正により、内国法人の

発行する譲渡性預金を有価証券として表示する方法に変

更した。なお、当該出資の額は、前事業年度では「現金及び

預金」に1,000百万円、当事業年度では「有価証券」に

10,000百万円を含めて表示している。

 (損益計算書)

  前事業年度まで独立科目で掲記していた「支払手数

料」は、営業外費用総額の100分の10以下であるので、当事

業年度では「雑支出」に含めて表示している。なお、当事

業年度の「支払手数料」の金額は78百万円である。
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注記事項

（貸借対照表関係）

注記
番号

前事業年度
(平成19年３月31日)

注記
番号

当事業年度
(平成20年３月31日)

※１ 事業年度末日満期手形の会計処理は、手形交換日を

もって決済処理をしている。従って当事業年度末日

は金融機関の休日のため、事業年度末日満期手形が

以下の科目に含まれている。 

受取手形 552百万円

※１ ―――――――

※２

　

関係会社に対する主な資産・負債

区分掲記されたもの以外で各科目に含まれてい

る関係会社に対するものは次のとおりである。

※２

　

関係会社に対する主な資産・負債

区分掲記されたもの以外で各科目に含まれてい

る関係会社に対するものは次のとおりである。

　 売掛金 2,697百万円 　 売掛金 3,390百万円

　３

　

　

　

保証債務

銀行借入等に対する保証債務

フジ　マシン　マニュファクチュアリング(ヨーロッ

パ)ゲーエムベーハー

　 243百万円

　３

　

　

　

保証債務

銀行借入等に対する保証債務

フジ　マシン　マニュファクチュアリング(ヨーロッ

パ)ゲーエムベーハー

　 130百万円
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（損益計算書関係）

注記
番号

前事業年度
(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

注記
番号

当事業年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

※１ 研究開発費は、すべて販売費及び一般管理費に含ま

れており、その金額は4,181百万円である。

※１ 研究開発費は、すべて販売費及び一般管理費に含ま

れており、その金額は4,341百万円である。

※２ このうち関係会社からの配当金64百万円が含まれ

ている。

※２ ―――――――

※３

　

固定資産処分損益の内訳は次のとおりである。

固定資産処分益

※３

　

固定資産処分損益の内訳は次のとおりである。

固定資産処分益

　 機械及び装置他(売却) 61百万円 　 機械及び装置他(売却) 56百万円

　 固定資産処分損 　 固定資産処分損

　 建物(廃却) 16百万円

構築物(廃却) 3百万円

機械及び装置他(廃却) 95百万円

機械及び装置他(売却) 48百万円

工具器具及び備品(廃却) 67百万円

計 231百万円

　 建物他(廃却) 46百万円

機械及び装置他(廃却) 309百万円

機械及び装置他(売却) 8百万円

工具器具及び備品(廃却) 23百万円

ソフトウェア(廃却) 31百万円

計 419百万円

※４ 当社は、経営改革推進の一環として、役員退職慰労

金制度を前事業年度に係る定時株主総会の終結の

時をもって廃止した。これに伴い、重任の取締役、在

任中の監査役に対し、当社における一定の基準に従

い役員退職慰労金を打ち切り支給することとした。

なお、その支給の時期は取締役又は監査役を退任す

るときとした。

※４ ―――――――

（株主資本等変動計算書関係）

前事業年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

自己株式の種類及び株式数に関する事項

　
前事業年度末
株式数(千株)

当事業年度増加
株式数(千株)

当事業年度減少
株式数(千株)

当事業年度末
株式数(千株)

 普通株式(注) 17 3 ― 20

合計 17 3 ― 20

（注）　株式数の増加３千株は、単元未満株式の買取りによる増加である。

当事業年度（自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日）

自己株式の種類及び株式数に関する事項

　
前事業年度末
株式数(千株)

当事業年度増加
株式数(千株)

当事業年度減少
株式数(千株)

当事業年度末
株式数(千株)

 普通株式(注) 20 2 ― 23

合計 20 2 ― 23

（注）　株式数の増加２千株は、単元未満株式の買取りによる増加である。
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（有価証券関係）

前事業年度（平成19年３月31日）

　子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはない。

当事業年度（平成20年３月31日）

　子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはない。

（税効果会計関係）

前事業年度
（平成19年３月31日）

当事業年度
（平成20年３月31日）

１　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

１　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

（繰延税金資産）  

繰延資産償却超過額 743百万円

製品保証引当金 735百万円

未払費用 718百万円

未払事業税 405百万円

投資有価証券評価損 195百万円

役員退職慰労金 153百万円

たな卸資産評価損 151百万円

その他 121百万円

繰延税金資産小計 3,225百万円

評価性引当額 △268百万円

繰延税金資産合計 2,956百万円

（繰延税金負債）  

その他有価証券評価差額金 △2,760百万円

繰延税金負債合計 △2,760百万円

繰延税金資産の純額 196百万円

（繰延税金資産）  

繰延資産償却超過額 1,114百万円

未払費用 746百万円

製品保証引当金 717百万円

未払事業税 418百万円

たな卸資産評価損 372百万円

投資有価証券評価損 293百万円

役員退職慰労金 98百万円

その他 104百万円

繰延税金資産小計 3,864百万円

評価性引当額 △374百万円

繰延税金資産合計      3,490百万円

（繰延税金負債）  

その他有価証券評価差額金 △726百万円

前払年金費用 △46百万円

繰延税金負債合計 △772百万円

繰延税金資産の純額 2,717百万円

２　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異の原因となった主な項目別の内訳

２　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異の原因となった主な項目別の内訳

　　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との間の差異が法定実効税率の100分の５以下である

ので注記を省略している。

　　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との間の差異が法定実効税率の100分の５以下である

ので注記を省略している。
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（１株当たり情報）

項目
前事業年度

(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

当事業年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

１株当たり純資産額 1,603円22銭 1,736円55銭

１株当たり当期純利益金額 203円44銭 229円83銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利

益金額

潜在株式がないため記載をしていな

い。

潜在株式がないため記載をしていな

い。

１株当たり当期純利益金額の算定上

の基礎

損益計算書上の当期純利益金額

9,946百万円

普通株式に係る当期純利益金額

9,946百万円

普通株主に帰属しない金額の主要な内

訳

該当事項はない。

普通株式の期中平均株式数

48,892,554株

損益計算書上の当期純利益金額

11,236百万円

普通株式に係る当期純利益金額

11,236百万円

普通株主に帰属しない金額の主要な内

訳

該当事項はない。

普通株式の期中平均株式数

48,889,509株

EDINET提出書類

富士機械製造株式会社(E01495)

有価証券報告書

72/85



④【附属明細表】

【有価証券明細表】

【株式】

銘柄 株式数(株) 貸借対照表計上額
(百万円)

投資有価証券
その他

有価証券

㈱Ｔ＆Ｄホールディングス 701,700 3,662

オーエスジー㈱ 999,500 1,153

住友不動産㈱ 459,000 806

オリンパス㈱ 247,000 745

㈱名古屋銀行 1,048,203 637

㈱安川電機 649,000 614

㈱マキタ 194,400 608

中部鋼鈑㈱ 500,000 450

マブチモーター㈱ 92,800 446

ニチコン㈱ 510,500 399

㈱ナナオ 164,000 314

新東工業㈱ 350,000 287

ＣＫＤ㈱ 419,100 277

浜井産業㈱ 1,709,000 261

伊勢湾海運㈱ 395,000 244

㈱錢高組 1,490,000 232

名工建設㈱ 293,000 210

㈱ジェイテクト 100,000 162

太陽誘電㈱ 163,000 158

㈱立花エレテック 160,930 133

名糖産業㈱ 55,200 116

東京窯業㈱ 415,000 93

㈱みずほフィナンシャルグループ 228 83

その他18銘柄 1,036,744 301

小計 12,153,305 12,401

計 12,153,305 12,401
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【その他】

種類及び銘柄 投資口数等(口) 貸借対照表計上額
（百万円）

有価証券
その他

有価証券

国内譲渡性預金 ― 10,000

小計 ― 10,000

投資有価証券
その他

有価証券

(証券投資信託の受益証券)   

三菱ＵＦＪ証券㈱国際トリプル・アセッ

ト・オープン
5,000 40

みずほインベスターズ証券㈱ＭＳＤＷ

ジャパンエクイティオープン
30,000 206

小計 ― 246

計 ― 10,246
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【有形固定資産等明細表】

資産の種類
前期末残高

(百万円)
当期増加額

(百万円)
当期減少額

(百万円)
当期末残高

(百万円)

当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額

(百万円)

当期償却額
(百万円)

差引当期末
残高

 (百万円)

有形固定資産        

建物 13,997 300 141 14,157 7,867 457 6,289

構築物 1,140 37 7 1,170 870 39 299

機械及び装置 11,405 695 1,147 10,953 8,013 626 2,939

車輌及び運搬具 451 57 54 455 345 53 110

工具器具及び備品 4,994 432 332 5,094 4,296 359 798

土地 3,221 ― ― 3,221 ― ― 3,221

建設仮勘定 5 438 32 411 ― ― 411

有形固定資産計 35,216 1,962 1,715 35,463 21,392 1,536 14,071

無形固定資産        

借地権 5 ― ― 5 ― ― 5

ソフトウェア 6,984 522 4,170 3,335 1,821 1,367 1,514

電話加入権 10 ― ― 10 ― ― 10

その他 6 ― 1 4 2 0 1

無形固定資産計 7,006 522 4,172 3,356 1,824 1,368 1,532

長期前払費用 546 4 306 244 146 111 98

繰延資産        

― ― ― ― ― ― ― ―

繰延資産計 ― ― ― ― ― ― ―

（注）　当期減少額のうち主なものは、次のとおりである。

機械及び装置　　自社製機械　　　　　　　　　930百万円

ソフトウェア　　市場販売用　　　　　　　  4,105百万円

【引当金明細表】

区分
前期末残高

(百万円)
当期増加額

(百万円)

当期減少額
(目的使用)
(百万円)

当期減少額
(その他)
(百万円)

当期末残高
(百万円)

製品保証引当金 1,814 538 584 ― 1,767
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（2）【主な資産及び負債の内容】

①　現金及び預金

種類 金額(百万円)

現金 24

預金  

当座預金 3,516

普通預金 4

大口定期預金 16,800

郵便振替貯金 3

小計 20,323

合計 20,348

②　受取手形

(イ）相手先別内訳

相手先名 金額(百万円)

ユアサ商事㈱ 223

三立興産㈱ 95

㈱扶桑マシンツールズ 84

アイシン機工㈱ 82

㈱ソーシン 75

その他 647

合計 1,207

(ロ）期日別内訳

期日 金額(百万円)

平成20年４月 378

平成20年５月 202

平成20年６月 297

平成20年７月 269

平成20年８月 32

平成20年９月 26

合計 1,207

③　売掛金

(イ）相手先別内訳

相手先名 金額(百万円)

ファースト テクノロジー チャイナ リミテッド(中国) 3,005

双日㈱ 2,670

アッセンテック インターナショナル カンパニーリミ

テッド(中国)
2,073

フジ アメリカ コーポレイション 1,821

アメリカンテック カンパニーリミテッド(香港) 1,373
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相手先名 金額(百万円)

その他 12,862

合計 23,807

(ロ）売掛金の回収状況及び滞留状況

期間
前期末売掛
金残高

(百万円)

発生高
(百万円)

回収高
(百万円)

当期末売掛
金残高

(百万円)

回収率
(％)

滞留日数
(日)

自　平成19年４月１日

至　平成20年３月31日
23,251 103,882 103,325 23,807 81.3 82.9

　（注）１　金額は消費税等を含んでいる。

２　算出方法

回収率＝
回収高

×100
前期末売掛金残高＋発生高

滞留日数＝

(前期末売掛金残高＋当期末売掛金残高)×
１

２

発生高×
１

366

④　製品

品名 金額(百万円)

電子部品組立機

電子部品自動装着機 1,621

装着関連機器 27

小計 1,649

工作機械
自動旋盤 548

小計 548

合計 2,197

⑤　原材料

品名 金額(百万円)

鋼材鋳物 95

市販購入品 2,161

加工部品 12,501

合計 14,759

⑥　仕掛品

品名 金額(百万円)

電子部品組立機

電子部品自動装着機 5,236

装着関連機器 396

小計 5,632

工作機械

自動旋盤 1,454

専用機 208

小計 1,663

合計 7,296
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⑦　貯蔵品

品名 金額(百万円)

消耗品 79

作業用消耗工具 6

合計 85

⑧　支払手形

(イ）相手先別内訳

相手先名 金額(百万円)

小原建設㈱ 20

㈱錢高組 6

合計 26

(ロ）期日別内訳

期日 金額(百万円)

平成20年６月 6

平成20年７月 20

合計 26

⑨　買掛金

相手先名 金額(百万円)

大羽精研㈱ 247

㈱エヌ・イー 242

㈱マコト工業 236

㈱柴山商会 165

幸和産業㈱ 150

その他 3,364

合計 4,406

 (3)【その他】

①　決算日後の状況

　特に記載すべき事項はない。

②　重要な訴訟事件等

　特に記載すべき事項はない。
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第６【提出会社の株式事務の概要】

事業年度 ４月１日から３月31日まで

定時株主総会 ６月中

基準日 ３月31日　

株券の種類
１株券　５株券　10株券　50株券　100株券　500株券　1,000株券　10,000株券　100株未満

の株数を表示した株券

剰余金の配当の基準日
９月30日

３月31日

１単元の株式数 100株

株式の名義書換え 　

取扱場所 東京都千代田区丸の内一丁目４番５号　三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社　証券代行部

株主名簿管理人 東京都千代田区丸の内一丁目４番５号　三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社

取次所 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社　全国各支店

名義書換手数料 無料

新券交付手数料 無料

株券喪失登録  

株券喪失登録申請料 １件につき　10,500円(消費税を含む)

株券登録料 １枚につき　　 525円(消費税を含む)

単元未満株式の買取り 　

取扱場所 東京都千代田区丸の内一丁目４番５号　三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社　証券代行部

株主名簿管理人 東京都千代田区丸の内一丁目４番５号　三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社

取次所 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社　全国各支店

買取手数料 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額

公告掲載方法

電子公告により行う。事故等やむを得ない事由により、電子公告によることができな

い場合は、日本経済新聞に掲載する方法により行う。

公告掲載ＵＲＬ

　http://www.fuji.co.jp/

株主に対する特典 該当事項はない。

（注）　当社定款の定めにより、単元未満株主は、会社法第189条第２項各号に掲げる権利、取得請求権付株式の取得を請

求する権利ならびに募集株式又は募集新株予約権の割当てを受ける権利以外の権利を有していない。
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第７【提出会社の参考情報】

１【提出会社の親会社等の情報】

　当社は、金融商品取引法第24条の７第１項に規定する親会社等はない。

２【その他の参考情報】

　当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に次の書類を提出している。

(1) 有価証券報告書及びその添付書類

　 事業年度 第61期 （自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日） 平成19年６月28日

関東財務局長に提出。

(2) 半期報告書

　 　 第62期中（自　平成19年４月１日　至　平成19年９月30日） 平成19年12月26日

関東財務局長に提出。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】

　該当事項はない。
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独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書

平成１９年６月２８日

富士機械製造株式会社

取　締　役　会　 御　中

み　す　ず　監　査　法　人
 

 
指　定　社　員
業務執行社員

公認会計士　稲　越　千　束

   

 
指　定　社　員
業務執行社員

公認会計士　加　藤　浩　幸

   

 

公認会計士宮田晴弘事務所
 

 
 
 

公認会計士　宮　田　晴　弘

   

 

私どもは、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている富士機械製造株式会

社の平成18年４月１日から平成19年３月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、

連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結附属明細表について監査を行った。この連結財務諸表の作

成責任は経営者にあり、私どもの責任は独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。

私どもは、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、私どもに連結財務

諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採

用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての連結財務諸表の表示を検討

することを含んでいる。私どもは、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

私どもは、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、富士機械製造株式

会社及び連結子会社の平成19年３月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ

・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

会社と当監査法人又は業務執行社員及び公認会計士宮田晴弘との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな

い。

 

以　　上

 

　（※）上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途

保管しております。
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独立監査人の監査報告書

 平成20年６月27日

富士機械製造株式会社  

 取締役会　御中    

 あずさ監査法人  

 
指 定 社 員

業務執行社員
 公認会計士 稲　越　千　束

 
指 定 社 員　

業務執行社員
 公認会計士　 加　藤　浩　幸

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている

富士機械製造株式会社の平成19年４月１日から平成20年３月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借

対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結附属明細表について監査を

行った。この連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表

明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法

人に連結財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として

行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての連

結財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと

判断している。

　当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、富士機械

製造株式会社及び連結子会社の平成20年３月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及

びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　　上　　　　　　　　　　　　　　

　

（※）上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（有価証券報告書提出会

社）が別途保管しております。
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独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書

平成１９年６月２８日

富 士 機 械 製 造 株 式 会 社

取　締　役　会　 御　中

み　す　ず　監　査　法　人
 

 
指　定　社　員
業務執行社員

公認会計士　稲　越　千　束

   

 
指　定　社　員
業務執行社員

公認会計士　加　藤　浩　幸

   

 

公認会計士宮田晴弘事務所
 

 
 
 

公認会計士　宮　田　晴　弘

   

 

私どもは、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている富士機械製造株式会

社の平成18年４月１日から平成19年３月31日までの第61期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等

変動計算書及び附属明細表について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者にあり、私どもの責任は独立の立場から財

務諸表に対する意見を表明することにある。

私どもは、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、私どもに財務諸表

に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用し

た会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討すること

を含んでいる。私どもは、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

私どもは、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、富士機械製造株式会社

の平成19年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示し

ているものと認める。

 

会社と当監査法人又は業務執行社員及び公認会計士宮田晴弘との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな

い。

 

以　　上

 

　（※）上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途

保管しております。
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独立監査人の監査報告書

 平成20年６月27日

富士機械製造株式会社  

 取締役会　御中    

 あずさ監査法人  

 
指 定 社 員

業務執行社員
 公認会計士 稲　越　千　束　

 
指 定 社 員

業務執行社員
 公認会計士 加　藤　浩　幸

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている

富士機械製造株式会社の平成19年４月１日から平成20年３月31日までの第62期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照

表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び附属明細表について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者にあり、当

監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法

人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行わ

れ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸

表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断して

いる。

　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、富士機械製造

株式会社の平成20年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において

適正に表示しているものと認める。

  会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 以　　上

　

（※）上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（有価証券報告書提出会

社）が別途保管しております。
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